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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

１ 組織体制について、業務の効率的・効果

的実施の観点から、適宜弾力的な見直しを

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減につい

て 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付

金を充当するものに限る。）については、

効率的な利用に努め、中期目標期間の最

終年度までに、雇用・能力開発機構の平

成１４年度の相当経費に比べて、１５％

以上削減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成１７年

１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

１ 組織体制については、委員会を設け、年

１回以上、機構の業務の効率的・効果的実

施の観点から、検討を行い、見直しを図る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減につい

て 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付

金を充当するものに限る。）については、

効率的な利用に努めるとともに、人員削

減等を図り、中期目標期間の最終年度ま

でに、雇用・能力開発機構の平成１４年

度の相当経費に比べて、１５％以上削減

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成１７年

１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

１ 組織体制について、業務の効率的・効果

的実施の観点から、機構本部に設置した委

員会において引き続き検討を進め、必要な

見直しを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化による経費削減につい

て 

（１）一般管理費及び業務経費（運営費交付

金を充当するものに限る。）については、

平成１８年度予算計画を踏まえつつ、①

一般競争入札の推進、運営方法の見直し

による一般管理費の効率化、②業務実施

方法の見直しによる業務経費の効率化等

により、削減に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国家公務員の給与構造改革を踏まえ、

年功的な給与上昇の抑制、地域の民間賃

 

 

 

●機構本部に設置する委員会 

組織体制について、業務の効率的・効果的実施の観点から見直し

を図るため、平成１６年度に設置した、機構本部の役職員からなる

「組織体制の見直し等に係る委員会」において、以下のとおり検討

を行った。 

（１）検討状況 

  ・ 平成１９年２月８日 

    本部組織のあり方 

 

（２）検討結果 

   組織の効率化・簡素化を図ること及び雇用促進住宅の譲渡・

廃止を推進するための新たな部の設置等を内容とする本部組織

の改編を平成１９年４月１日に行うこととした。 

 

なお、平成１８年度には、前年度における委員会の検討結果に基

づき、本部組織についてはスリム化及び業務の集中化等を図るため

の改編を行い、地方組織については、都道府県センターと職業能力

開発促進センターの事務・業務を１人の統括所長の下で１つの組織

として実施する一元処理を平成１７年度の２７道府県に引き続き、

１９府県で行った。 

 

●経費の削減 

一般管理費及び業務経費（運営費交付金を充当するものに限る。）

については、平成１８年度予算計画を達成した。さらに、以下の取

組みにより、２６億円削減した。 

（１）一般管理費の削減 

   情報システムの見直し、人件費の削減等による運営方法の見

直しにより、２２億円削減した。 

 

（２）業務経費の削減 

   訓練用機器のリース方法の見直し、施設の借地面積の縮減等

の業務実施方法の見直しにより、４億円削減した。 

 

（３）一般競争入札の推進 

一般競争入札を推進した結果、平成１８年度における実績は、

９７３件となった。 

 

平成１８年度 

予算額 

平成１８年度 

決算額 
差引額 

９２３億円 ８９７億円 △ ２６億円 

 

（４）人事・給与制度の見直し 

国家公務員の給与構造改革を踏まえ、年功的な給与上昇の抑
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１８年度以降の５年間において、国家公

務員に準じた人件費削減の取組を行うこ

と。これを実現するため、現中期目標期

間の最終年度までの間においても、必要

な取組を行うこと。 

   併せて、国家公務員の給与構造改革を

踏まえ、給与体系の見直しを進めること。 

 

１８年度以降の５年間で５％以上の人件

費の削減を実現するため、現中期目標期

間の最終年度までの間において、平成 

１７年度を基準として人件費の５．０％

以上の削減を着実に実施する。 

   また、国家公務員の給与構造改革を踏

まえ、年功的な給与上昇の抑制、地域の

民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映

した厳正な職位制度の運用などを行うた

めの新しい人事・給与制度を実施する。

 

金の的確な反映や勤務成績を反映した厳

正な職位制度の運用などを行うための新

しい人事・給与制度を実施する。 

 

制、地域の民間賃金の的確な反映や勤務成績を反映した厳正な

職位制度の運用などを行うため以下の見直しを行い、新しい人

事・給与制度を平成１８年４月１日から実施した。 

・ 低位の等級の一部を除き、昇給間差額を従前の２分の１か

ら６分の１程度に圧縮した俸給表への切替え 

・ 国家公務員の地域手当を参考とした調整手当の支給地域及

び支給割合の見直し 

・ 職位を決定するための標準的な職務の見直し 

なお、人件費について、上記見直し及び職員の削減等により

抑制を図り、平成１７年度と比較して３．９％削減した。 

 

 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・委員会を設け、機構の業務を効率的・効果的実施の観点での見直し

を行ったか。そのために検討を行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・一般管理費及び業務経費の削減について、予算計画どおり削減を行

うことができたか。 

 
 
 

 自己評定 Ａ   

（理由及び特記事項） 

・ 本部組織については、平成１８年度において、スリム化及び

業務の集中化等を図るための改編を行うとともに、組織の効率

化・簡素化を図ること及び雇用促進住宅の譲渡・廃止を推進す

るための新たな部の設置等を内容とする改編を平成１９年４

月１日に行うこととした。 

・ 地方組織については、１８年度において、都道府県センター

と職業能力開発促進センターの事務・業務を１人の統括所長の

下で１つの組織として実施する一元処理を１９府県で行った。

・ 経費については、一般管理費及び業務経費（運営費交付金を

充当するものに限る。）の削減により、平成１４年度相当経費

に比べ２０６億円を削減し、中期計画の目標値である１５％以

上の削減に対し１８．７％の削減となった。 

・ 人件費については、人事・給与制度を見直すとともに職員の

削減等により抑制を図り、平成１７年度と比較して３．９％削

減した。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 
 
○ 組織体制については、機構本部の役職員からなる「組織体制の見

直し等に係る委員会」において、組織の効率化・簡素化を図ること

及び雇用促進住宅の譲渡・廃止を推進するための新たな部の設置等

を内容とする本部組織の改編を平成１９年４月１日に行うことと

した。 

なお、平成１８年度には、前年度における委員会の検討結果に基

づき、本部組織については、スリム化及び業務の集中化等を図るた

めの改編を行い、地方組織については、都道府県センターと職業能

力開発促進センターの事務・業務を１人の統括所長の下で１つの組

織として実施する一元処理を平成１７年度の２７道府県に引き続

き、１９府県で行った。 

 

○ 「予算と実績ができる限り一致するよう予算が作成されるように

するとともに、さらなる経費の削減が図られることを期待する」と

の厚生労働省独立行政法人評価委員会からの指摘（以下「指摘」と

いう。）に対して、前年度の実績等を踏まえた予算計画を作成し計

画的な執行に努めた。また、一般管理費及び業務経費（運営費交付

  評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・数字が示すとおりの目標を上回る成果の達成は評価される。 

・本部組織の改編を行った。経費節減を行った。人件費を前年度から

3.9％削減した。 

・自己評価の通り、数値目標を上回る成果である。 

・計画以上の成果を上げている。 

・「自己評定」の理由は妥当と評価する。 

・他機構では給与そのものを落とすなどしているのに、本機構ではそ

こまで踏み込んでいない。 
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・一般管理費のうち人件費について、「行政改革の重要方針」（平成

１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、現中期目標期間の最終年

度までの間において、平成１７年度を基準として５％以上の削減を

行うための取組を進めたか。（案） 
・国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な

見直しを進めたか。（案） 
 

金を充当するものに限る。）については、平成１８年度予算計画を

達成（１８０億円削減）するとともに、さらに情報システムの見直

し、人件費の削減等による運営方法の見直しにより、一般管理費を

２２億円、訓練用機器のリース方法の見直し、施設の借地面積の縮

減等の業務実施方法の見直しにより業務経費を４億円、合わせて 

２６億円削減したことにより、平成１４年度相当経費に対し 

２０６億円（１８．７％）削減した。 

 

○ 人件費については、低位の等級の一部を除き、昇給間差額を従前

の２分の１から６分の１程度に圧縮した俸給表への切替え、国家公

務員の地域手当を参考とした調整手当の支給地域及び支給割合の

見直し、職位を決定するための標準的な職務の見直しを行うととも

に、職員の削減等により抑制を図り、平成１７年度と比較して 

３．９％削減した。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

３ 助成金の支給、融資等の業務について

は、厳正な審査を引き続き実施しつつ、制

度の趣旨・目的の一層の周知を行い、申請

内容を適正化させるとともに、事務手続の

効率化、担当者の審査能力向上等を図り、

平均処理期間（申請書の受付から支給等の

決定までの期間）が特に長い助成金等につ

いて重点的に平均処理期間を短縮するこ

ととし、中期目標の最終年度までに、１件

当たりの平均処理期間を平成１４年度と

比べて１０％以上短縮すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

３ 助成金の支給、融資等の業務については、

事業主等に対して、支給申請書等の記入方法

等の教示など事前相談を行うとともに、申請

から支給決定までの期間について十分な説

明を行う。また、厳正な審査を引き続き実施

しつつ、制度の趣旨・目的の一層の周知を行

い、申請内容を適正化させるとともに、適正

支給に配慮しつつ、申請書の記載項目の簡略

化、添付資料の簡素化等による事務手続の効

率化や職員研修等による担当者の審査能力

向上を図り、平均処理期間（申請書の受付か

ら支給等の決定までの期間）が特に長い助成

金等について重点的に平均処理期間を短縮

することとし、中期目標の最終年度までに、

１件当たりの平均処理期間を平成１４年度

と比べて１０％以上短縮する。 

 

 

 

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

３ 助成金等の支給 

助成金等の平均処理期間（申請書の受付か

ら支給等の決定までの期間）については、制

度の趣旨・目的の一層の周知、担当者の審査

能力の向上等に引き続き努めるほか、職員用

の審査等マニュアル、事業主等申請者向けの

申請の手引き等の活用などにより、平成１７

年度において平均処理期間が特に長い助成

金等について重点的に短縮することとし、１

件当たりの平均処理期間を平成１４年度と

比べて８％以上短縮する。 

 

 

 

●助成金の支給 

（１）短縮に向けた取組み内容 

   助成金等の平均処理期間（申請書の受付から支給等の決定ま

での期間）の短縮に向け、以下の取組みを行った。 

① 説明会及び個別相談の実施 

    制度の趣旨・目的の一層の周知及び申請内容の適正化に向

けた制度説明会並びに個別相談において、申請の手引き等を

活用することなどにより実施した。 

   イ 説明会の実施 

・ 実施回数   ５，６０４回 

・ 参加者数 １５７，１８３人 

※ 他機関との合同説明会を含む。 

ロ 個別相談の実施 

    ・ 実施件数 １３９，７８９件 

② 審査能力の向上 

    職員用審査マニュアル等を活用し、職員研修等を実施する

ことなどにより、助成金担当者の審査能力の向上を図った。 

イ 職員研修の実施・参加 

   （イ）本部で実施 

・ 実施回数  ３回  

・ 実施内容  助成金の支給業務等について 

（ロ）施設で実施 

・ 実施回数  ８６４回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間の

短縮、不正受給防止等について 

（ハ）その他 

都道府県労働局が実施した不正受給防止等に係る研修

に参加し、審査能力の向上を図った。         

③ 手続の簡素化 

イ 支給申請書等の記載項目の簡略化等 

（イ）建設雇用改善助成金（１種類） 

受給資格認定に係る申請手続きの廃止について、平成 

１８年４月１日に助成金要領を改正・施行した。 

（ロ）キャリア形成支援関係助成金 

「事業内職業能力開発計画周知等確認書」及び「受給

資格認定申請書」の記載項目の統合について、平成１８

年４月１日から施行した。（３種類） 

また、様式の記載項目の見直し（重複している項目の

削除等）について、平成１８年９月２９日に助成金要領

を改正し、同年１０月１日に施行した。（１種類） 

ロ 添付書類の簡素化 

キャリア形成支援関係助成金（３種類） 

添付書類の記載項目の簡素化等（添付様式の統合、廃止、

記載項目の整理）について検討を行い、平成１８年６月 

３０日及び平成１８年１０月２日に助成金要領の運用通
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達を改正・施行した。 

④ その他短縮に向けた取組み 

   イ 標準処理期間の設定 

     平均処理期間が６０日以上の助成金について、施設が短

縮を図るための目安となるよう「標準処理期間」を設定し

た。 

ロ 申請の手引きの作成 

     中小企業労働力確保法関係助成金（４種類）、建設雇用

改善関係助成金（５種類）、介護労働関係助成金（１種類）、

キャリア形成支援関係助成金（１種類）、技能者育成資金

（３種類）の申請の手引き等を作成し、他の手引き等と併

せて説明会等で活用した。 

   ハ 職員用審査マニュアルの作成 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため、建設雇用改

善関係助成金（６種類）、キャリア形成支援関係助成金（１

種類）、技能者育成資金（２種類）の審査マニュアル等に

ついて作成し、他のマニュアル等と併せて職員研修等で活

用した。 

ニ 支給申請時期の弾力的運用 

キャリア形成促進助成金について、申請者へのサービス

の向上を図るとともに、事務処理の集中を避けるため、年

２回の支給申請月から、半期計画が終了した事業主は随時

支給申請ができるよう改正した。 

 

（２）短縮状況 

平成１８年度においては、平成１７年度の平均処理期間が特

に長い助成金等について、重点的に短縮することに取り組んだ

結果、平成１８年度の平均処理期間は２４日となり、平成１４

年度（２８日）と比較して１４．３％短縮した。 

＜説明資料１＞ 
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 評価の視点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・助成金等の平均処理期間の短縮に向けて着実に進展したか。具体的

にどの程度短縮されたか。 

 

 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ 助成金等の平均処理期間の短縮に向け、制度の趣旨・目的の

一層の周知、担当者の審査能力の向上、一層の手続の簡素化、

平均処理期間の長い助成金について「標準処理期間」を設定し

たことなどにより、助成金等の１件当たりの平均処理期間につ

いては、平成１４年度の２８日から４日短縮し、２４日となり、

中期計画の目標値である１０％以上に対し、１４．３％となっ

た。 

 

 これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 
○ 助成金等の平均処理期間の短縮に向け、次の措置を講じた。 

 ・ 申請の手引き等を活用し、制度の趣旨・目的の一層の周知及び

申請内容の適正化に向けた制度説明会並びに個別相談を実施 

 ・ 助成金担当者の審査能力の向上を図るため、職員用審査マニュ

アル等を活用し、本部及び施設において職員研修等を実施 

 ・ 手続の簡素化を図るための支給申請書等の記載項目の簡略化や

添付書類の簡素化 

 ・ 平均処理期間が６０日以上の助成金について、施設が短縮を図

るための目安となるよう「標準処理期間」を設定 

 ・ 申請の手引きの作成（中小企業労働力確保法関係助成金（４種

類）、建設雇用改善関係助成金（５種類）、介護労働関係助成金（１

種類）キャリア形成支援関係助成金（１種類）、技能者育成資金

（３種類）） 

 ・ 職員用審査マニュアルの作成（建設雇用改善関係助成金（６種

類）、キャリア形成支援関係助成金（１種類）、技能者育成資金（２

種類）） 

 ・ キャリア形成促進助成金について、支給申請時期の弾力的運用

 

  これらの措置を行った結果、助成金等１件当たりの平均処理期間

については、平成１４年度の２８日から４日短縮し、２４日となり、

中期計画の目標値である１０％以上に対し、１４．３％となった。

 

  なお、「今後、手続きの簡素化について、更なる取組が図られる

ことを期待したい」との指摘に対し、建設雇用改善助成金について、

受給資格認定に係る申請手続きの廃止、キャリア形成支援関係助成

金について、「事業内職業能力開発計画周知等確認書」及び「受給

資格認定申請書」の記載事項の統合等による手続の簡素化を行っ

た。 

 

  評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・説明会、研修等、手続き簡素化により平均処理期間を H14 年度の 28

日から 24日まで短縮した。 

・目標には達していると評価する。 

・ほぼ目標に沿った成果の達成が見られる。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練について

は、特殊法人等整理合理化計画（平成１３

年１２月１９日閣議決定。以下「整理合理

化計画」という。）に基づき、地方公共団

体や民間教育訓練機関との適切な役割分担

を図り、毎年度訓練コースについて精査し、

真に高度なもののみに限定して実施し、地

方公共団体や民間教育訓練機関で実施する

ことが可能な訓練は廃止すること。 

また、整理合理化計画に基づき、民間外

部講師の一層積極的な活用を図ることと

し、時代の変化に対応した効率的・効果的

な職業訓練の実施を図ること。 

 特に高度な専門的技能・知識の習得を目

的とする職業訓練については、地域の能力

開発ニーズ、費用対効果等を考慮の上、集

約して実施した方が効果的なものは、集約

して実施する等、効果的な職業訓練の実施

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 離職者を対象とする職業訓練について

は、整理合理化計画に基づき、民間教育訓

練機関との適切な役割分担を図る観点か

ら、当該地域において民間では実施できな

いもののみに限定して実施することとし、

また、民間教育訓練機関の育成という点も

踏まえ、国の定める職業訓練実施計画に基

づき民間委託の拡大を図り、かつ、機構の

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

毎年度、訓練コースについては、地方

公共団体や関係機関等と連携をとり、地

域における職業能力開発の状況を把握し

た上で、地方公共団体や民間教育訓練機

関との適切な役割分担の観点から訓練コ

ースを精査し、見直しを図る。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、

当該地域における人材ニーズを把握した

上で、真に必要とされている訓練コース

を設定するとともに、各地域において毎

年度の実施計画を、産学官を構成員とす

る人材育成地域協議会において意見を聴

取する。また、訓練コースの見直しの結

果をホームページに公表する。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訓練実施体制の効率化について 

特に高度な専門的技能・知識の習得を

目的とする職業訓練については、地域の

中核的な職業能力開発促進センターで集

約して行うなど、地域の能力開発ニーズ、

費用対効果等を考慮の上、訓練実施体制

の効率化を図る。 

 

５ 離職者を対象とする訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

公共職業能力開発施設において実施す

る訓練コースの設定に当たっては、都道

府県労働局や都道府県と連携して当該地

域における人材ニーズを把握するととも

に、当該地域における民間教育訓練機関

等が実施している教育訓練コースの状況

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 

４ 在職者を対象とする職業訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

訓練コースについては、地方公共団体

や関係機関等と連携をとり、地域の人材

育成ニーズを把握するとともに、地方公

共団体や民間教育訓練機関が実施してい

る教育訓練コースの状況も踏まえ、訓練

コースを精査し、見直しを行う。 

なお、訓練コースの設定に当たっては、

人材育成ニーズを把握した上で、真に高

度な訓練コースを設定するとともに、実

施計画について、人材育成地域協議会に

おいて意見を聴取する。 

また、訓練コースの見直し結果をホー

ムページに公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訓練実施体制の効率化について   

平成１７年度に策定した訓練実施体制

の効率化に係る基本方針に基づき、実施

体制の整備に着手する。 

 

 

 

 

５ 離職者を対象とする訓練について 

（１）訓練コースの設定について 

施設内訓練の訓練コースの設定に当た

っては、都道府県労働局及び都道府県職

業能力開発主管課と連携を図り、事業主、

事業主団体にヒアリング調査を行うなど

により、地域における人材ニーズを把握

するとともに、当該地域における民間教

 

 

 

 

●在職者を対象とする訓練コースの設定 

訓練コースについては、以下により見直しを行った。 

（１）訓練コースの見直し状況 

① 見直しの仕組み 

訓練コースの設定に当たっては、地域の中小企業事業主・

事業主団体等の人材育成に関する課題についてヒアリング

等を行い、地域の人材育成ニーズを把握し、機構が実施する

真に高度な訓練に対応する人材育成ニーズを十分に反映し

た技能・技術、知識を習得できるようにカリキュラムの内容

を精査するとともに民間教育訓練機関等の教育訓練コース

の実施状況を踏まえて見直しを行った。 

また、見直しを行うに当たっては、在職者訓練カリキュラ

ム等検討委員会においてカリキュラムを精査し、その精査結

果を基に、人材育成ニーズとの適合性及び地方公共団体、民

間教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、大学その他の学校

関係者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員

とする人材育成地域協議会等において意見を聴取した。 

② 見直し状況 

・ 見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画） 

６，６３７コース 

（廃止：５，９９７コース、内容変更：６４０コース） 

※ 平成１８年度の実施コース数 ８，１４８コース 

＜説明資料２＞ 

 

（２）ホームページでの公開状況 

・ 公開日      平成１９年３月３０日 

・ 公開内容   在職者訓練設定コース見直し結果 

 

●訓練実施体制の効率化 

平成１７年度に策定した基本方針に基づき、以下のとおり訓練実

施体制の整備を行った。 

・ 職業能力開発大学校等が実施する在職者訓練を大幅に縮小し

た。 

・ 在職者訓練のうち、衛星通信設備を利用して実施するものに

ついては廃止した。 

 

●施設内訓練の訓練コースの設定 

訓練コースについては、以下により見直しを行った。 

（１）訓練コースの見直し状況 

① 見直しの仕組み 

    訓練コースの設定に当たっては、都道府県労働局及び都道

府県職業能力開発主管課と連携を図り、職業安定機関や事業

主団体等のヒアリング等により労働市場における求人・求職

の状況、地域産業技術等の動向など地域の人材ニーズを把握
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行う職業訓練についても、民間外部講師の

一層積極的な活用を図ることとし、時代の

変化に対応した効率的・効果的な職業訓練

の実施を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練について

は、整理合理化計画に基づき、民間外部講

師の一層積極的な活用を図ることとし、時

代の変化に対応した効率的・効果的な職業

訓練の実施を図ること。 

も踏まえながら、民間では実施できない

ものに限定した訓練コースを設定するほ

か、既存コースの見直しを行う。また、

見直しの結果をホームページに公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託訓練の実施について 

広範な分野の人材ニーズに対応した委

託訓練が機動的に設定できるよう、専修

学校・各種学校のほか、事業主、大学・

大学院、ＮＰＯ等あらゆる民間教育訓練

機関への働きかけを積極的に実施する等

により、訓練委託先の開拓を行い、国の

定める職業訓練実施計画に基づいた民間

委託の拡大を確実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練について

は、毎年度、訓練コースについて、就職率

や修了生の満足度を調査する等により、社

会の人材ニーズに応えているかを精査し、

見直しを図る。また、その見直しの結果を

育訓練機関等が実施している教育訓練コ

ースの実施状況を踏まえ、民間では実施

できない訓練コースを設定するほか、訓

練コースの見直しを行う。 

また、訓練コースの見直し結果をホー

ムページに公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委託訓練の実施について 

広範な分野の人材ニーズに対応した委

託訓練が機動的に設定できるよう、求職

者の応募・就職が見込まれる職種を中心

とした委託先の開拓を行い、国の定める

職業訓練実施計画に基づいた民間委託の

拡大を図る。その一環として、参入を希

望する民間教育訓練機関等の関係者を対

象に、受託能力の向上及び訓練内容の充

実を図るため、訓練管理ノウハウの標準

モデルである「プロセス管理手法」のセ

ミナーを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学卒者を対象とする職業訓練について

は、就職率や修了生の満足度を調査する等

により、社会の人材ニーズに応えているか

を精査し、訓練コースの見直しを行う。 

また、その見直しの結果をホームページ

し、それらを十分に反映した技能・技術、知識を習得できる

ようにカリキュラムの内容を精査し、民間教育訓練機関等の

教育訓練実施状況調査等を踏まえて、既存コースの内容見直

し・廃止の検討や新規コースの設定検討を行った。 

    なお、見直しを行うに当たっては、人材ニーズとの適合性

や民間教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、大学その他の

学校関係者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構

成員とする人材育成地域協議会、職業能力開発推進協議会に

おいて意見を聴取した。 

② 見直し状況 

   ・ 見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画） 

２２３コース 

（廃止：１０３コース、内容変更：１２０コース） 

※ 平成１８年度の実施コース数 ５８３コース 

＜説明資料３＞ 

 

（２）ホームページでの公開状況 

  ・ 公開日   平成１９年３月３０日 

  ・ 公開内容  離職者訓練コース見直し結果 

 

●委託訓練の実施 

委託訓練について、以下により実施した。 

（１）訓練実施状況 

  ・ 国の職業訓練実施計画数 １０６，２８５人 

  ・ 平成１８年度受講者数      ９９，７３８人 

  ・ 平成１８年度コース数    ６，４９３コース 

  ※ 参考 

    平成１７年度受講者数  １０４，７２１人 

    平成１７年度コース数    ６，７３０コース 

 

（２）委託機関等 

  ・ 民間教育訓練機関      １，７４３機関 

  ・ ＮＰＯ法人            １０法人 

  ・ 大学・大学院            ４校 

  ・ 事業主等及び事業主団体     ６２９機関 

 

（３）プロセス管理手法に関するセミナーの実施 

   参入を希望する民間教育訓練機関等の関係者を対象に、受託

能力の向上及び訓練内容の充実を図るため、訓練管理ノウハウ

の標準モデルである「プロセス管理手法」のセミナーを実施し

た。 

  ・ 平成１８年度参加者数    ４１９人 

・ 平成１８年度参加機関数   ３４８機関 

 

●学卒者を対象とする訓練科の設定 

訓練科については、以下により見直しを行った。 

（１）訓練科の見直し状況 

① 見直しの仕組み 

    訓練科については、応募倍率、修了生の就職率や満足度の
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７ 「私のしごと館」については、果たすべ

き役割及び事業内容の在り方について検討

を行い、自己収入の増加及び運営に係る経

費の更なる効率化を図ること。 

  また、業務・システムの最適化のため、

システム構成及び調達方式の見直しを行う

ことにより、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務運営

の合理化を図ること。このため、当該業務・

システムの監査及び刷新可能性調査を実施

し、これらを踏まえ平成１９年度までに当

該業務・システムの最適化計画を策定し、

公表すること。 

 

 

 

 

 

ホームページに公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 職業訓練については、時代の変化に対応

した効率的・効果的な職業訓練の実施を図

るため、民間外部講師の一層積極的な活用

を図り、中期目標期間の最終年度までに、

民間外部講師の活用割合を平成１４年度と

比べて１０％以上増加させる。 

 

８ 「私のしごと館」については、外部委員

を含めた検討の場を設け、果たすべき役割、

事業内容の在り方、効率的な運営の在り方

等について検討を行い、それを同館の運営

に反映させる。また、自己収入の増加と運

営に係る経費の更なる効率化を図る。 

  また、業務・システムの最適化のため、

システム構成及び調達方式の見直しを行う

ことにより、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務運営

の合理化を図る。このため、当該業務・シ

ステムの監査及び刷新可能性調査を実施

し、これらを踏まえ平成１９年度までに当

該業務・システムの最適化計画を策定し、

公表する。 

に公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 民間外部講師の活用について、技術革新

や社会ニーズの変化に対応した効率的・効

果的な職業訓練の実施を図ることとし、そ

の活用割合を平成１４年度と比べて７％以

上増加させる。 

 

 

８ 「私のしごと館」において、経済界や関

係行政機関代表者、学識経験者で構成する

支援協議会等を開催し、意見・提案等を業

務運営に反映させる。また、自己収入の増

加と運営に係る経費の更なる効率化を図

る。  

  また、「私のしごと館」における業務・

システムの監査及び刷新可能性調査を実施

する。 

調査を実施するとともに、産業界の現状や技術動向等を踏ま

えつつ、授業科目の一部見直しを行った。 

② 見直し状況 

・ 見直し訓練科数（平成１８年度→平成１９年度計画)  

５２科 

   ※ 平成１８年度設置科数 １４７科 

 

（２）ホームページでの公開状況 

  ・ 公開日   平成１９年３月３０日 

  ・ 公開内容  学卒者訓練科見直し結果 

 

●民間外部講師の活用 

民間外部講師については、技術革新や社会ニーズの変化により短

期間のうちに急激に技能・技術が変貌を遂げる分野、生産現場にお

ける先端的技術等に関する分野などにおいて活用を図り、その活用

割合については１７．１３％であり、平成１４年度（１６．０％）

に対して７．１％増加した。                  

 

●業務運営への意見・提案等 

私のしごと館支援協議会等を３回開催し、意見・提案等を業務運

営に反映させた。 

（意見・提案例） 

・ イベント等による土・日の集客を図るべき。 

・ 地域に根付いた施設とするため、地域との連携を強化すべき。 

（反映例） 

・ 交通機関との連携により、「ゆめはんな１dayチケット」を販

売した。 

・ 関西にある６５の美術館・博物館との連携により「ミュージ

アムぐるっとパス」を販売した。 

・ 職業体験について新たな取組みを検討した結果、中高生向き

のより高度な内容の体験プログラム（プログラム２）を実施し

た。 

 

●自己収入の増加と経費の効率化 

（１）自己収入の増加に向けた主な取組み 

   自己収入額は、１．４億円となった。自己収入の増加に向け

た主な取組みは以下のとおり。 

① ＰＲ活動 

   イ 教育委員会や校長会等を訪問し校外学習及び修学旅行の

勧誘を実施した。 

    ・ 訪問件数    ７３８件 

   ロ 中・高校等の教員等に対する下見の勧奨 

    ・ 下見件数  １，３８３件 

    ・ 下見人数  ４，８９５人  

② 体験メニューの充実 

成長に応じたレベルや利用者の個人のレベルに応じた体

験を提供するため、中高生向きのより高度な内容の体験プロ

グラム（プログラム２）を実施した。 

③ イベントの開催 
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これまでの取組みに加え、先端技術の紹介・体験のイベン

トなど年間を通じて積極的に開催した。 

 

□ 自己収入額  平成１７年度 １．１億円 

平成１８年度 １．４億円 

 

（２）経費の効率化の取組み 

   経費の効率化について以下の取組みを行った。 

・ 館内警備業務及び館内清掃業務について、仕様の精査によ

り経費を節減。 

・ 日常運転監視及び日常点検業務について、常駐者の数を減

らし経費を節減。 

・ 広報の考え方を見直し、駅看板及びロードサインの一部を

撤去し、広報誌「私のしごと館通信（ぴいぷる）」の定期発

行及びホームページ掲載等を実施。 

 

□ 経費  平成１７年度  １４．９億円 

       平成１８年度  １３．２億円 

 

●業務・システムの最適化 

「私のしごと館」における業務・システムについて、リスクに対

するコントロールがリスクアセスメントに基づいて適切に整備・運

用されているかを検証又は評価することを目的とした監査を実施

し、かつ業務システムにおける効率性、合理性の分析、費用算定方

法等の妥当性の分析、安全性、信頼性の確保及び業務・システム刷

新等の方向性に係る刷新可能性調査を実施した。 

 

●アクションプランの策定 

 厚生労働省において、平成１９年度から３年間を改革期間とする

改革推進計画が策定され、機構においても、今後の運営全般に係る

実施目標、収支改善目標とその目標達成のため講じる具体的措置等

を内容とする改革実行計画（アクションプラン）を平成１９年３月

に策定した。 
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 評価の視点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間で実施可能な訓練との競合状況や地域の人材育成ニーズ等を

把握する等適切な仕組みにより、在職者を対象とする訓練コース

を見直したか。具体的にどのぐらいのコースの改廃をしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在職者を対象とする訓練コースの見直し結果をホームページに公

表したか。 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ 在職者及び離職者訓練コースの設定に当たっては、職業安定

機関や地域の中小企業事業主・事業主団体等のヒアリング等に

より地域の人材育成ニーズを把握し、大学その他の学校関係

者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員とする

人材育成地域協議会等の意見を踏まえ、在職者訓練については

６，６３７コース、離職者訓練については２２３コースの見直

しを行った。 

・ 求職者の応募・就職が見込まれる職種を中心とした委託先の

開拓を行ったことにより、離職者訓練における民間委託の割合

は７５．３％となり、平成１７年度に比べ２．９ポイント増加

した。また、民間外部講師の活用割合については、平成１４年

度に比べ７．１％増加した。 

・ 私のしごと館については、自己収入の増加に向けた取組みに

より、平成１７年度と比較し０．３億円（２７．３％）増加し、

経費の効率化の取組みにより、平成１７年度と比較し１．７億

円（１１．４％）削減した。 

・ 私のしごと館における業務・システムについて、適切に整備・

運用されているか検証又は評価することを目的とした監査及

び刷新可能性調査を実施した。 

・ 私のしごと館の一層効果的、効率的なサービスの提供を図る

ため、厚生労働省において、平成１９年度から３年間を改革期

間とする改革推進計画が策定され、機構においても、今後の運

営全般に係る実施目標、収支改善目標とその目標達成のため講

じる具体的措置等を内容とする改革実行計画（アクションプラ

ン）を策定した。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 
○ 在職者を対象とする訓練コースの設定に当たっては、地域の中小

企業事業主・事業主団体等の人材育成に関する課題についてヒアリ

ング等を行い、地域の人材育成ニーズを把握し、機構が実施する真

に高度な訓練に対応する人材育成ニーズを十分に反映した技能・技

術、知識を習得できるようにカリキュラムの内容を精査するととも

に民間教育訓練機関等の教育訓練コースの実施状況を踏まえて見

直しを行った。また、見直しを行うに当たっては、在職者訓練カリ

キュラム等検討委員会においてカリキュラムを精査し、その精査結

果を基に、人材育成ニーズとの適合性及び地方公共団体、民間教育

訓練機関等との役割分担を踏まえ、大学その他の学校関係者、産業

界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員とする人材育成地域

協議会等において意見を聴取した。 

  なお、平成１８年度においては、実施コース数８，１４８コース

のうち６，６３７コースについて見直しを行った。 

（廃止：５，９９７コース、内容変更：６４０コース） 

 

○ ホームページにおいて、在職者訓練設定コース見直し結果を平成

１９年３月３０日に公開した。 

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・在職者訓練の見直しを行い、8割の内容を変更した。 

・離職者訓練についても 3割見直した。 

・17.1％の民間外部講師を活用した。 

・「私のしごと館」の自己収入を 1.4 億円とした。 

・「私のしごと館」の自己収入確保の努力は、金額はまだ少ないもの

の今後引き続き注目に価する。 

・1.7 億円経費を節減した。 

・コースのたゆまぬ見直しを含めた経費節減の努力は順調に行われて

いる。 

・特に「私のしごと館」の見直し調査は今後しっかりやってもらいた

い。 

・計画通りと判断する。 

・採算ベースを考えると、いつまでに OKとすることができるのか。 

 



雇用・能力開発機構評価シート３（職業能力開発業務） 

 12

・地域の能力開発ニーズや費用対効果等を考慮して訓練実施体制の

効率化を図ったか。そのために訓練実施体制のあり方について検

討したか。 

 
 
 
 
・民間で実施可能な訓練との競合の状況を考慮する、地域の人材ニ

ーズ等を把握する等適切な仕組みにより、離職者を対象とする訓

練コースを見直したか。具体的にどのぐらいのコースの改廃をし

たか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・離職者を対象とする訓練コースの見直し結果をホームページに公

表したか。 

 
・委託先を開拓し、国の定める職業訓練実施計画に基づいた民間委

託の拡大を確実に実施したか。具体的にどの程度の訓練を民間委

託したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・就職率やニーズを踏まえて学卒者を対象とする訓練コースの見直

しを行ったか。具体的にどのぐらいのコースの改廃をしたか。 

 
 
 
・学卒者を対象とする訓練コースの見直し結果をホームページに公

表したか。 

 
・効率的・効果的な職業訓練の実施のため民間外部講師の積極的な

活用を図ったか。 

○ 平成１７年度に策定した訓練実施体制の効率化に係る基本方針

に基づき、以下のとおり訓練実施体制の整備を行った。 

 ・ 職業能力開発大学校等が実施する在職者訓練を大幅に縮小し

た。 
 ・ 在職者訓練のうち、衛星通信設備を利用して実施するものにつ

いては廃止した。 

 

○ 離職者を対象とする施設内訓練の訓練コースの設定に当たって

は、都道府県労働局及び都道府県職業能力開発主管課と連携を図

り、職業安定機関や事業主団体等のヒアリング等により労働市場に

おける求人・求職の状況、地域産業技術等の動向など地域の人材ニ

ーズを把握し、それらを十分に反映した技能・技術、知識を習得で

きるようにカリキュラムの内容を精査し、民間教育訓練機関等の教

育訓練実施状況調査等を踏まえて、既存コースの内容見直し・廃止

の検討や新規コースの設定検討を行った。なお、見直しを行うに当

たっては、人材ニーズとの適合性や民間教育訓練機関等との役割分

担を踏まえ、大学その他の学校関係者、産業界、ＮＰＯ、関係省庁

等産学官関係者を構成員とする人材育成地域協議会、職業能力開発

推進協議会において意見を聴取した。 

  なお、平成１８年度においては、実施コース数５８３コースのう

ち２２３コースについて見直しを行った。 
（廃止：１０３コース、内容変更：１２０コース） 

 

○ ホームページにおいて、離職者訓練コース見直し結果を平成１９

年３月３０日に公開した。 

 

○ 委託訓練については、求職者の応募・就職が見込まれる職種を中

心とした委託先の開拓を行い、民間教育訓練機関をはじめＮＰＯ法

人、大学・大学院、事業主等及び事業主団体など２，３８６機関に

委託して、国の定める職業訓練実施計画１０６，２８５人に対し、

９９，７３８人の訓練を実施した。また、参入を希望する民間教育

訓練機関等の関係者を対象に、受託能力の向上及び訓練内容の充実

を図るため、訓練管理ノウハウの標準モデルである「プロセス管理

手法」のセミナーを実施し、４１９人（３４８機関）が参加した。

 

○ 離職者訓練受講者に占める民間委託の割合は、平成１７年度の 

７２．４％に対して、平成１８年度は７５．３％となり、２．９ポ

イント上回る結果となった。 

 

○ 学卒者を対象とする訓練科については、応募倍率、修了生の就職

率や満足度の調査を実施するとともに、産業界の現状や技術動向等

を踏まえつつ、平成１８年度設置科数１４７科のうち５２科につい

て授業科目の一部見直しを行った。 

 

○ ホームページにおいて、学卒者訓練科見直し結果を平成１９年３

月３０日に公開した。 

 

○ 民間外部講師については、技術革新や社会ニーズの変化により短

期間のうちに急激に技能・技術が変貌を遂げる分野などにおいて活
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・私のしごと館において支援協議会等の外部委員からの意見・提案

等を業務運営に反映させたか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・自己収入の増加と運営に係る経費の効率化を図ったか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・システム構成及び調達方式の見直しを行い、システムコストの削

減、業務運営の合理化、システム調達における透明性の確保等を

図るため、業務・システムの監査及び刷新可能性調査を踏まえ、

平成１９年度までに業務・システムに関する最適化計画を策定し、

公表したか。（案） 

用を図り、その活用割合については、平成１４年度の１６．０％に

対し、平成１８年度は１７．１３％となり、７．１％増加した。 

 

○ 私のしごと館支援協議会等を３回開催し、その意見・提案等を踏

まえ、 

 ・ 交通機関との連携により、「ゆめはんな１ｄａｙチケット」を

販売 

 ・ 関西にある６５の美術館・博物館との連携により「ミュージア

ムぐるっとパス」を販売 

 ・ 職業体験について、中高生向きのより高度な内容の体験プログ

ラム（プログラム２）を実施 

 などにより、業務運営に反映させた。 

 

○ 私のしごと館の自己収入の増加に向け、ＰＲ活動や体験メニュー

の充実、イベントの開催などの取組みにより、自己収入は１．４億

円となり、平成１７年度実績と比較し、０．３億円（２７．３％）

増加した。 

  また、経費の効率化について、 

 ・ 館内警備業務及び館内清掃業務について、仕様の精査により経

費を節減 

 ・ 日常運転監視及び日常点検業務について、常駐者の数を減らし

経費を節減 

 ・ 広報の考え方を見直し、駅看板及びロードサインの一部を撤去

し、広報誌「私のしごと館通信（ぴいぷる）」の定期発行及びホ

ームページ掲載等を実施 

 などの取組みにより、平成１７年度実績と比較し、１．７億円 

（１１．４％）削減した。 

 

○ 「私のしごと館については、今後の方向性を明確にすることを検

討すべき」との指摘に対し、私のしごと館の一層効果的、効率的な

サービスの提供を図るため、厚生労働省において、平成１９年度か

ら３年間を改革期間とする改革推進計画が策定され、機構において

も、今後の運営全般に係る実施目標、収支改善目標とその目標達成

のため講じる具体的措置等を内容とする改革実行計画（アクション

プラン）を平成１９年３月に策定した。 

 

○ 「私のしごと館」における業務・システムについて、リスクに対

するコントロールがリスクアセスメントに基づいて適切に整備・運

用されているかを検証又は評価することを目的とした監査を実施

し、かつ業務システムにおける効率性、合理性の分析、費用算定方

法等の妥当性の分析、安全性、信頼性の確保及び業務・システム刷

新等の方向性に係る刷新可能性調査を実施した。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容

の充実について 

適正な業務の推進に資するため、業績評

価を行い、業務運営に反映すること。さら

に、業務内容の透明性を高め、業務内容の

充実を図る観点から、業績評価の結果や機

構の業務の内容について、ホームページ等

において、積極的かつ分かりやすく公表す

ること。 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容

の充実について 

適正な業務の推進に資するため業績評価

を行い、その結果を受け業務の見直しを行

う。さらに、業務内容の透明性を高め、業

務内容の充実を図る観点から、業績評価の

結果や機構の業務の内容について、ホーム

ページ等において、積極的かつ分かりやす

く公表する。 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

１ 業績評価の実施及び公表による業務内容

の充実について 

  適正な業務の推進に資するため、機構が

実施する業務について業績評価を行い、そ

の結果を業務運営に反映する。 

また、業績評価の結果や機構の業務の内

容について、ホームページ等において、積

極的、かつ分かりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

●業績評価の実施等 

（１）業績評価の実施 

適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開始

前に運営方針を策定し、各施設に提示するとともに、施設ごと

の目標の設定を行い、事業の内容に応じた実績把握時期を定め、

定期的に実績を把握し、進捗管理を行い、その最終的な実績に

ついて理事会において評価を行った。 

   なお、評価について、学識経験者その他の有識者１３名の委

員からなる「独立行政法人雇用・能力開発機構運営協議会」か

ら意見を聴取した。 

 

（２）業務の見直し 

   平成１７年度の業績評価結果について、業務運営に反映する

観点から、本部職員からなる業績評価・業務改善に係る検討会

において改善方策等について検討を行った。その検討結果等を

踏まえ、平成１７年度の業績評価結果における厚生労働省独立

行政法人評価委員会からの指摘に対し、アンケート調査におけ

る意見等を分析し、適切に業務改善に反映させるための取組み

等を行った。また、政策目標と合致しているかの視点を踏まえ、

平成１７年度に引き続き次の①から⑥までの事業について、業

務改善に資するため、事業効果に係る調査を実施した。 

  ① 雇用管理研究会・雇用管理講習会、雇用管理研修、新規・

成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー 

    研究会等受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等の把

握 

  ② キャリア・コンサルティング 

    相談終了後に感じた意識の変化、就職活動・能力開発等へ

の取組み等の把握 

  ③ ヤングジョブスポット 

    利用開始後に感じた意識の変化、就職活動等への取組み等

の把握 

  ④ 私のしごと館 

    利用した中高生の、将来の就職に向けた意識・行動の変化

の度合の把握及び利用した失業者の、就職に向けた行動の変

化の度合の把握 

  ⑤ 中小企業人材確保推進事業助成金 

    助成金の支給を受けた事業協同組合等の構成中小企業者の

雇用管理改善効果の把握 

  ⑥ キャリア形成促進助成金 

    助成金を利用した事業主の従業員に対する当該訓練の効果

等の把握 

＜説明資料４＞ 
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（３）業績評価結果の公開 

   平成１７年度の業績評価の結果については、平成１８年８月

にホームページ等において公開した。また、中期目標期間の業

務実績の暫定評価結果については、平成１８年１２月にホーム

ページ等において公開した。 

 

●業務内容の公開 

機構の業務の内容について、利用者にとって身近な情報の充実や

分かりやすさを考慮したホームページ等の作成を行い、情報の提供

に努めた。 

（１）利用者にとって分かりやすさを考慮したホームページ等の作

成 

① 利用者の利便性を考慮したホームページの作成 

イ 日本版デュアルシステム携帯サイト等に係るＱＲコード

の設置 

若年者にとっての代表的な情報収集ツールである携帯電

話から、手軽に日本版デュアルシステムやヤングジョブス

ポットの情報が得られるよう、ホームページ上にＱＲコー

ドを設置した。 

   ロ 技能者育成資金借受者の住所変更ページの設置 

技能者育成資金借受者が住所変更をホームページ上で行

えるようにした。 

② 雇用・能力開発機構総合パンフレットの作成 

機構事業について、情報を知りたい人が理解しやすいよう

に、総合パンフレットの改訂版を作成した。 

 

（２）利用者にとって身近な情報の充実 

   ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町かどの

機構」コーナーの内容に、施設内で行う離職者訓練を受講して

再就職を果たした修了生の企業での活躍や、「日本版デュアルシ

ステム」の職業訓練を受講して実習先事業所に採用された修了

生の企業での活躍などを加え、身近な情報として発信した。 
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 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・業績評価結果による業務の見直しを進めたか。そのために業績評

価制度の整備を行ったか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 
・ 適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開始

前に運営方針を策定し、各施設に提示するとともに、施設ごと

の目標の設定を行い、定期的に実績を把握し、進捗管理を行い、

その最終的な実績について理事会において評価を行った。評価

については、学識経験者その他の有識者１３名の委員からなる

「独立行政法人雇用・能力開発機構運営協議会」から意見を聴

取した。 

・ 平成１７年度の業績評価結果について、業務運営に反映する

観点から、業績評価・業務改善に係る検討会において改善方策

等について検討を行い、厚生労働省独立行政法人評価委員会か

らの指摘に対し、アンケート調査における意見等を分析し、適

切に業務改善に反映させるための取組み等を行った。また、政

策目標と合致しているかの視点を踏まえ、８事業について事業

効果に係るフォローアップ調査を行った。 

・ 平成１７年度の業績評価結果及び中期目標期間の業務実績の

暫定評価結果をホームページ等において公表した。 

・ 機構の業務内容について、利用者にとって身近な情報の充実

や分かりやすさを考慮したホームページ等の作成を行った。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 
 

○ 適正な業務の推進に資するため、各事業について、年度開始前に

運営方針を策定し、各施設に提示するとともに、施設ごとの目標の

設定を行い、事業の内容に応じた実績把握時期を定め、定期的に実

績を把握し、進捗管理を行い、その最終的な実績について理事会に

おいて評価を行った。 

なお、評価については、学識経験者その他の有識者１３名の委

員からなる「独立行政法人雇用・能力開発機構運営協議会」から

意見を聴取した。 

 

○ 平成１７年度の業績評価結果について、業務運営に反映する観点

から、本部職員からなる業績評価・業務改善に係る検討会において

改善方策等について検討を行った。また、厚生労働省独立行政法人

評価委員会からの指摘に対し、アンケート調査における意見等を分

析し、適切に業務改善に反映させるための取組み等を行った。 

さらに、政策目標と合致しているかの視点を踏まえ、次の８事業

について、業務改善に資するため、事業効果に係るフォローアップ

調査（サンプル調査）を実施した。 

 ・ 雇用管理研究会・講習会、雇用管理研修、新規・成長分野企業

等の雇用管理改善のためのセミナー 

   研究会等受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等の把握 

・ キャリア・コンサルティング 

   相談終了後に感じた意識の変化、就職活動・能力開発等への取

組み等の把握 

・ ヤングジョブスポット 

   利用開始後に感じた意識の変化、就職活動等への取組み等の把

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・恒常的な業務見直し体制の維持は高く評価される。各業務に対する

評価と改善のサイクルは引き続きより高いレベルで維持されるこ

とを期待する。 

・業務評価につき 13名の委員からなる運営協議会から意見を聞いた。 

業務評価をホームページで公表した。 

・概ね目標に達していると評価する。 

・自己評価の通りである。 
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・また、その結果や業務の内容をホームページで公表したか。 

 
 

 

握 

・ 私のしごと館 

   利用した中高生の、将来の就職に向けた意識・行動の変化の度

合の把握及び利用した失業者の、就職に向けた行動の変化の度合

の把握 

・ 中小企業人材確保推進事業助成金 

   助成金の支給を受けた事業協同組合等の構成中小企業者の雇

用管理改善効果の把握 

・ キャリア形成促進助成金 

   助成金を利用した事業主の従業員に対する当該訓練の効果等

の把握 

 

○ 平成１７年度の業績評価結果及び中期目標期間の業務実績の暫

定評価結果をホームページ等で公開するとともに、機構の業務内容

についても、ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町

かどの機構」コーナーの内容に、施設内で行う離職者訓練を受講し

て再就職を果たした修了生の企業での活躍や、「日本版デュアルシ

ステム」の職業訓練を受講して実習先事業所に採用された修了生の

企業での活躍などを加えたことや、日本版デュアルシステムやヤン

グジョブスポット携帯サイトに係るＱＲコードの設置、技能者育成

資金借受者の住所変更ページを設置するなど、利用者にとって身近

な情報の充実や分かりやすさを考慮したホームページ等の作成を

行い、情報の提供に努めた。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 

 

２ 雇用開発業務について 

  就職資金の貸付け、中小企業事業主等に

対して行う雇用管理の改善に関する相談そ

の他の援助、建設業事業主等に対して行う

雇用管理の改善等に関する相談その他の援

助、沖縄県における離職者等に対する援助、

介護労働者の福祉の増進を図るための債務

保証等については、事業主等のニーズに応

えた効果的な実施を目指し、下記事項のと

おり実施すること。 

（１）相談等業務について 

① 利用対象者に対し周知し、相談件数の

増大を図ること。また、相談者等の要望

に的確に応えた相談を行い、相談終了時

にアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から役立った旨の評価が得られるよ

うにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

２ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談等業務について 

① 中小企業事業主等に対して行う雇用管

理の改善に関する相談等について 

中小企業事業主等に対して行う雇用管

理の改善に関する相談等については、下

記のとおり実施する。 

（イ）相談について 

（ⅰ）中小企業事業主等に対して行う雇

用管理の改善に関する相談の業務に

ついては、ホームページ及びパンフ

レットを通じて周知すること、また、

インターネットによる相談を受け付

け、よくある質問については回答を

ホームページで公開することなどに

より、中期目標期間の最終年度まで

に、相談件数を平成１４年度の実績

と比べて１０％以上増加させる。 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理の改

善等についての好事例等の情報を積

極的に収集・整理し、その積極的な

活用を図るなどにより、相談終了時

にアンケート調査を実施し、８０％

以上の者から雇用管理の改善を進め

る上で役立った旨の評価が得られる

ようサービスの質の向上を図る。 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

２ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談等業務について 

① 中小企業事業主等に対して行う雇用管

理の改善に関する相談等について 

 

 

 

（イ）相談について 

（ⅰ）中小企業事業主に対して行う雇用管

理の改善に関する相談業務について

は、ホームページやパンフレットを通

じて周知するほか、雇用管理相談等を

インターネットを通じて受け付ける

などにより、相談件数を平成１４年度

の実績と比べて１０％（７２，０００

件）以上の増加に努める。 

また、よくある質問については、回

答をホームページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理改善の

好事例等を相談に積極的に活用する

ことにより相談内容の充実を図り、相

談終了時にアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から、雇用管理の改善

を進める上で役立った旨の評価が得

られるよう質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

●中小企業事業主等に対する雇用管理改善に関する相談業務等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談業務の実施等 

 

 

 

 

 

 

① 相談業務の周知・実施 

   中小企業事業主に対して行う雇用管理の改善に関する相談

業務については、相談件数の増加及び内容の充実を図るため以

下の取組みを行い、相談件数は８３，０２８件となり、平成 

１４年度と比較して２８．３％増加した。 

（取組内容） 

・ ホームページ及び各種広報用パンフレットの中で相談業務

を周知した。 

・ 相談については、来所や個別企業を訪問すること等により

行うほか、インターネットを通じて、質問を受け付け、よく

ある質問については見直しを行い、回答をＱ＆Ａとしてホー

ムページで公開した。 

・ 雇用情勢の改善の動きが弱い７道県に、創業支援コーナー

を設け、相談等業務の強化を図った。 

・ 起業・新分野展開支援センターで活用している「創業手帳」

を全国の都道府県センターに配布し、相談業務の充実を図っ

た。 

② アンケート調査の実施 

  イ 相談内容の充実 

相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集することなど

により、相談内容の充実を図った。 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．４％の者から雇用管理の

改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立

った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６８．８％ 

「どちらかといえば役に立った」２８．６％ 
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② また、講習・研修等の実施についても、

終了時にアンケート調査を実施し、８０％

以上の者から必要な知識等の習得に役立

った旨の評価が得られるようにすること。 

 

 

 

（ロ）講習・セミナー等について 

（ⅰ）中小企業等の雇用管理の改善を図

るための研究会・講習会などの援助

を実施し、事業終了時にアンケート

調査を実施し、８０％以上の者から

雇用管理の改善を進める上で役に立

った旨の評価が得られるようサービ

スの質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）中小企業等に対して労働力の確保

及び良好な雇用の機会の創出のため

に、関係機関と連携を図り、効果的

な情報の収集・提供を行うとともに、

セミナー等を実施し、終了時にアン

ケート調査を実施し、８０％以上の

者から役に立った旨の評価が得られ

るようサービスの質の向上を図る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）講習・セミナー等について 

（ⅰ）中小企業の雇用管理の改善を図る

ため、地域等の実情に応じたテーマ

による研究会・講習会等を実施する。

研究会等の終了時にアンケート調査

を実施し、８０％以上の者から雇用

管理の改善を進める上で役立った旨

の評価が得られるよう研究会等の内

容の充実に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）中小企業等における労働力の確保

及び良好な雇用機会の創出のため

に、地域の実情に応じたテーマによ

るセミナーを実施する。セミナー終

了時にアンケート調査を実施し、８

０％以上の者から役に立った旨の評

価が得られるようセミナーの充実に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有効回答者数 ８，５３１人） 

 

（２）講習会・セミナー等の実施 

中小企業等における雇用管理の改善等を図るため、以下のとお

り講習会・セミナー等を開催した。 

① 雇用管理研究会・講習会 

イ 研究会・講習会の実施 

中小企業等における雇用管理の改善を図るために、地域等

の実情に応じたテーマによる研究会・講習会を６０１回開催

し、１９，８６０人が受講した。 

（テーマ例） 

〔研究会〕 

・ 中小企業のよりよい人材確保と雇用環境の改善 

・ 職場活性化のためのコミュニケーション力向上 

〔講習会〕 

・ 組織の元気の源！若手人材、部下のモチベーションマネ

ジメント 

・ これからの情報サービス業を支える人材の活性化と管理 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．２％の者から雇用管理の

改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立

った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６３．８％ 

「どちらかといえば役に立った」３３．４％ 

（有効回答者数 １５，１３６人） 

  ハ フォローアップ調査の実施 

雇用管理研究会・講習会受講後の雇用管理改善等の必要性

の認識度等を把握するため、研究会等受講後概ね３ヶ月経過

した時点で事業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調

査）を実施し、７０．０％の者から雇用管理の必要性を再認

識し、雇用管理の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む

予定である旨の回答を得た。 

（有効回答者数 ７５７人） 

② 新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー 

イ セミナーの実施 

新規・成長分野企業等（創業を目指す段階を含む）におけ

る労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のために、地域の

実情に応じたテーマによるセミナーを３８１回開催し、 

１３，０２８人が受講した。 

（テーマ例） 

・ 成長する企業の人事・労務管理 

・ 知っておきたい労働基準法の基礎 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．１％の者から雇用管理の

改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立

った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６４．５％ 

「どちらかといえば役に立った」３１．６％ 

（有効回答者数 ９，７７８人） 
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ハ フォローアップ調査の実施 

新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー受

講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握するため、

セミナー受講後概ね３ヶ月経過した時点で事業効果に係る

フォローアップ調査（サンプル調査）を実施し、５９．６％

の者から雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善に取

り組んでいる、あるいは取り組む予定である旨の回答を得

た。 

（有効回答者数 ２０３人） 

③ 中小企業雇用創出普及啓発セミナー 

イ セミナーの実施 

ベンチャー企業等の中小企業における新たな雇用機会の

創出を図るため、必要となる雇用管理改善等の取組みを検

討・整理し、その成果を普及啓発するためのセミナーを６０

回開催し、２，９５８人が受講した。 

（テーマ例） 

・ 小さな会社の人材育成術 

・ 経営改善・経営革新を成功させる５つの秘訣 

ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．６％の者から「役に立っ

た」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６７．４％ 

「どちらかといえば役に立った」２９．２％ 

（有効回答者数 ２，０４０人） 

④ 他の機関との連携による人材確保・雇用管理等に関する業務 

イ 出会いの場の開催 

・ 新規・成長分野企業等に対する人材面、雇用管理面、経

営面等からの支援を行うため、都道府県労働局等関係機関

と連携し、その経営者や新規・成長分野企業等への就業に

関心のある求職者等を対象として、求人情報や雇用管理等

の各種支援制度の情報提供を行うとともに、人材のマッチ

ングを行う「出会いの場」を６９回開催し、６,４２９社、

７７,０２８人が参加した。 

・ 人材マッチング参加企業と求職者を対象としたアンケー

ト調査において、８８．３％の参加企業、９１.１％の求

職者から「役に立った」旨の評価を得た。 

（参加企業：有効回答社数  ５,３６３社、 

求職者：有効回答者数 １３,１６７人） 

 

ロ ベンチャー企業等支援制度ガイドブックの作成 

新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナーや

出会いの場等を効果的に行うため、各都道府県センターで

は、都道府県、都道府県労働局、政府系金融機関等の関係機

関により構成される支援ネットワークを形成し、各機関の事

業計画や支援制度等の情報交換を行うための会議を１００

回開催した。 

また、各関係機関の支援策を取りまとめたガイドブックを

作成し、支援ネットワークの各関係機関のほか地域の商工

会、地域中小企業支援センター及び各市町村等へ配布した。 
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② 建設業事業主等に対して行う雇用管理

の改善に関する相談等について 

建設業労働者の雇用の改善のための建

設業事業主等に対する相談、研修の実施

等については、下記のとおり実施する。

（イ）相談等について 

（ⅰ）建設業事業主等に対して行う雇用

管理の改善に関する相談等の業務に

ついては、ホームページ及びパンフ

レットを通じて周知すること。また、

インターネットによる相談を受け付

け、よくある質問については回答を

ホームページで公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や建設業事業主等の雇用

管理の改善についての好事例等の情

報を積極的に収集・整理し、その積

極的な活用を図るなどにより、相談

終了時にアンケート調査を実施し、

８０％以上の者から雇用管理の改善

を進める上で役立った旨の評価が得

られるようサービスの質の向上を図

る。 

 

 

 

（ロ）雇用管理研修について 

建設業事業主等に対して雇用管理に

関する必要な知識等を習得させ、建設

業労働者の雇用の改善を図るための雇

用管理研修を実施し、終了時にアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の者か

ら雇用管理の改善を進める上で役立っ

た旨の評価が得られるようサービスの

質の向上を図る。 

 

 

 

② 建設業事業主等に対して行う雇用管理

の改善に関する相談等について  

 

 

 

（イ) 相談について  

（ⅰ）建設業事業主等に対して行う雇用

管理の改善に関する相談及び啓発業

務については、ホームページやパン

フレットを通じて周知する。 

また、建設業事業主等の雇用管理

の改善に係る普及啓発事業を実施す

る。 

なお、雇用管理の改善等に関する

相談をインターネットを通じて受け

付けるとともに、よくある質問につ

いては、回答をホームページで公開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談事例や建設業事業主等の雇用

管理改善の好事例等を相談に積極

的に活用することにより相談内容

の充実を図り、相談終了時にアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の建

設業事業主等から雇用管理の改善

を進める上で役に立った旨の評価

が得られるよう質の向上を図る。 

 

 

 

 

（ロ）雇用管理研修について 

建設業事業主等に対して、関係機関

と情報交換を行いつつ、ニーズに応じ

た雇用管理の改善に必要な知識を習得

する雇用管理研修を実施する。研修終

了時にアンケート調査を実施し、 

８０％以上の者から雇用管理の改善を

進める上で役立った旨の評価が得られ

るよう研修の充実に努める。 

 

 

 

●建設業事業主等に対する雇用管理の改善に関する相談・啓発活動 

 

 

 

 

（１）相談業務等の実施 

 ① 相談業務の周知・実施 

    建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談

業務については、相談内容の充実等を図るため以下の取組み

を行い、５８，０４５件の相談を実施した。 

   （取組内容） 

・ ホームページにより周知を図るとともに、「建設労働者の

雇用の改善のために」等各種パンフレットを作成し、都道

府県センター、建設業事業主団体等を通じて配布し相談業

務等を周知した。 

・ 相談については、来所や個別企業を訪問すること等によ

り行うほか、インターネットを通じて質問を受け付け、よ

くある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームページ

で公開した。 

② 普及啓発業務の実施 

建設雇用改善推進月間（１１月）に建設事業主等の雇用管

理の改善に係る普及啓発を目的に、「建設業に働く若者からの

メッセージ」の募集、全国大会として「建設雇用改善推進の

集い」、地方大会として各都道府県において「建設雇用改善推

進大会」を開催した。 

  ③ アンケート調査の実施 

   イ 相談内容の充実 

相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し、適宜相談

に活用することにより相談内容の充実を図った。 

   ロ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９６．６％の建設業事業主等

から雇用管理の改善を進める上で「役に立った」「どちらか

といえば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ６６．８％ 

「どちらかといえば役に立った」２９．８％ 

（有効回答者数 ３，２１１人） 

 

（２）雇用管理研修の実施 

  ① 雇用管理研修の実施 

建設業事業主等に対して、都道府県、各都道府県労働局等

の関係機関や建設事業主等の関係団体と建設雇用改善推進会

議を実施する等して情報交換を行いつつ、ニーズに応じた雇

用管理改善に関するテーマによる雇用管理研修を２０６回開

催し、７，７５１人が受講した。 

なお、建設業における雇用管理改善の一層の推進を図るた

め、雇用管理研修を修了した者に対して、冊子「われら雇用

管理責任者」を配布した。 

   （テーマ例） 
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③ 沖縄県における離職者等に対する援助

業務について 

沖縄県における離職者等に対する就職

相談、免許・資格取得相談、生活相談な

どの再就職の支援を図るための援助業務

については、公共職業安定所との連携の

下、下記のとおり実施する。 

沖縄県における離職者を対象に就職の

ための相談に応じ、これらの問題の解決

を図るとともに、沖縄県からの就職者の

多い大都市（東京、愛知、大阪）に相談

員を配し、関係機関と密接な連携を図り

つつ、生活指導、職場適応指導等を実施

する。 

また、利用者に対するアンケート調査

を実施し、８０％以上の者から就職活動

を進める上で役立った旨の評価が得られ

るようサービスの質の向上を図る。 
 
④ その他 

事業主、求職者に対する総合的な相談、

技術的な援助等を行う職員に対して研修

等を実施し、より専門的資質を高めると

ともに、雇用管理相談等を通じて蓄積し

たノウハウを活用することにより、サー

ビスの質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 沖縄県における離職者等に対する援護

業務について 

沖縄県における離職者を対象に就職の

ための相談に応じ、これらの問題の解決

を図るとともに、沖縄県からの就職者の

多い大都市（東京、愛知、大阪）におい

て、関係機関と密接な連携を図りつつ、

生活指導、職場適応指導等を利用者の立

場に立って実施する。 

また、利用者に対するアンケート調査

の実施については、利用者の相談内容を

踏まえ、８０％以上の者から就職活動を

進める上で役立った旨の評価が得られる

ようサービスの向上を図る。 
 

 

 

 
 
④ その他 

事業主、求職者等に対する総合的な相

談、技術的な援助等を行う職員に対して、

施設におけるケーススタディや統一的な

ノウハウを付与する等、職員の資質を高

めるための研修を実施する。 

 

 

   ・ 雇用管理の体制づくり 

   ・ 雇用管理責任者の職務 

   ・ 職場の教育のあり方 

   ・ 労働時間の管理 

   ・ 賃金台帳の作り方 

   ・ 建設業退職金共済制度の概要 

  ② アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９８．１％の者から雇用管理の

改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立っ

た」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ５９．６％ 

「どちらかといえば役に立った」３８．５％ 

（有効回答者数 ７，２５１人） 

③ フォローアップ調査の実施 

    雇用管理研修受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等

を把握するため、研修受講後概ね３ヶ月経過した時点で事業

効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施し、

６３．８％の者から雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理

の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む予定である旨の

回答を得た。 

（有効回答者数 ２９０人） 

 

●沖縄県における離職者等に対する援助業務の実施 

沖縄県における離職者等に対する援助業務等については、沖縄県

内における就職のための相談や、沖縄県からの就職者の多い大都市

（東京、愛知、大阪）に配置した相談員により１，２３９件の相談

を実施し、アンケート調査において、９９．８％の者から就職活動

等を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の

評価を得た。 

※「役に立った」        ９６．３％ 

「どちらかといえば役に立った」 ３．５％ 

（有効回答者数 ４８２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●職員研修 

 事業主、求職者等に対する総合的な相談業務を行う職員に対して、

施設における相談事例を教材としてケーススタディなど、職員の資

質を高めるための研修を実施した。 

・ 実施回数  １１２回 

・ 実施内容  ・ 相談援助内容の充実とフォローアップ 

         ・ 起業家相談業務推進 

         ・ 雇用管理にかかる疑問解消Ｑ＆Ａ   
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 評価の視点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相談業務の周知や、インターネットでの受付を行い、雇用管理の改

善に関する相談件数の増加が図られたか。そのためにホームページ

に相談窓口を設置したか。 

 

 

 

 

 

 

 

・相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し、相談内容の充実を図

ったか。 

 自己評定 Ａ   

（理由及び特記事項） 

・ 雇用管理の改善に関する相談件数については、ホームページ

等によるＰＲを行ったほか、雇用情勢の改善の動きが弱い７道

県に、創業支援コーナーを設け、相談等業務の強化を図ったこ

と等により、相談件数は８３，０２８件となり、平成１４年度

（６４，７３０件）と比較して２８．３％増加した。また、相

談事例等の活用等により相談内容の充実を図ったことにより、

アンケート調査において、９７．４％の者から役に立った旨の

評価を得た。 

・ 講習会・セミナー等については、事業主団体や事業主のニー

ズや課題等を把握し、地域等の実情に応じたテーマを設定した

こと等から、アンケート調査において、雇用管理研究会・講習

会については、９７．２％、新規・成長分野企業等の雇用管理

改善のためのセミナーについては、９６．１％、中小企業雇用

創出普及啓発セミナーについては、９６．６％の者から役に立

った旨の評価を得た。 

・ 建設業事業主等に対する雇用管理の改善に関する相談につい

ては、相談事例や雇用管理改善の好事例等を活用することによ

り、相談内容の充実を図ったことから、アンケート調査におい

て、９６．６％の者から役に立った旨の評価を得た。また、雇

用管理研修については、建設事業主等のニーズに応じたテーマ

を設定したことから、アンケート調査において、９８．１％の

者から役に立った旨の評価を得た。 

・ 雇用管理研究会・講習会受講後概ね３ヶ月経過した時点で、

事業効果に係るフォローアップ調査を実施し、７０．０％の者

から雇用管理の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む予定

である旨の回答を得た。 

 また、同様の趣旨から、新規・成長分野企業等の雇用管理改

善のためのセミナー、雇用管理研修について、フォローアップ

調査を実施した。 

・ 相談、講習・セミナーについては、アンケート調査における

利用者の意見等を踏まえ、業務の改善に努めた。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 

 

○ 雇用管理の改善に関する相談については、ホームページ上の相談

窓口において、インターネットを通じて、質問を受け付けたほか、

ホームページ及び各種広報用パンフレット等を通じてＰＲを行い、

周知した。また、雇用情勢の改善の動きが弱い７道県に、創業支援

コーナーを設けるとともに、起業・新分野展開支援センターで活用

している「創業手帳」を全国の都道府県センターに配布し、相談業

務の充実・強化を図ったこと等により、相談件数は８３，０２８件

となり、平成１４年度（６４，７３０件）と比較して２８．３％増

加した。 

 

○ 相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し活用することなど

により、相談内容の充実を図るとともに、よくある質問については

 評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・雇用管理相談業務の充実を図り、8万 3千件になった。 

・アンケート調査で 97.4％から役立つ旨の評価を得た。 

・講習会、セミナーは、3万 5千人が受講し、アンケートで高い評価

を得た。 

・建設業につき、相談を業界と共同で進め 5万 8千件を受け付け、ア

ンケートで 96.6％から役立ったとの評価を受けた。 

・講習会を 8千人が受講し、アンケートで高い評価を得た。 

・受講者のアンケート結果は極めて良好である。 

・自己評価の通りである。 

・「自己評定Ａ」の理由は妥当と評価する。 

・努力の跡が見られる。 

・ニーズ把握を工夫し、内容の見直しにつなげるサイクルをお願いす

る。 

・何を持って上回ったと言えるのか。 

・役に立ったかどうかのアンケートの取り方や解釈の仕方については

改善の余地があるが、概ね目標を達成している。 
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・相談、講習・セミナー終了時に役に立ったという評価をした者は 

８０％以上であったか。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見直しを行い、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

 

○ 相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し活用することなど

により、相談内容の充実を図ったことから、雇用管理の改善に関す

る相談終了時のアンケート調査において、９７．４％の者から「役

に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

（有効回答者数 ８，５３１人） 

  なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「従業員

の定着と能力開発の関係が分かった」、「長期的な人材採用計画を立

案する際に役立つ」などであった。 

  また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した２．６％の者からの主な理由としては、「必要としてい

た情報と少し違っていた」、「マニュアル的でポイントがずれている

ように思った」などであった。 

 

○ 雇用管理研究会・講習会については、事業主団体や事業主のニー

ズや課題等を把握し、地域等の実情に応じたテーマを設定したこと

から、研究会等終了時のアンケート調査において９７．２％の者か

ら雇用管理の改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば

役に立った」旨の評価を得た。 

（有効回答者数 １５，１３６人） 

なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「社員の

やる気を高めるスキルを学べ大変よかった」、「募集採用の際の取組

みの参考になった」などであった。 

また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した２．８％の者からの主な理由としては、「抽象論で具体

性に乏しかった」、「実践を踏まえた講習が聞きたい」などであった。

 

○ 雇用管理研究会・講習会受講後の雇用管理改善等の必要性の認識

度等を把握するため、研究会等受講後概ね３ヶ月経過した時点で事

業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施し、 

７０．０％の者から雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善

に取り組んでいる、あるいは取り組む予定である旨の回答を得た。

（有効回答者数 ７５７人） 

 

○ 新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナーについて

は、地域の新規・成長分野企業等の企業規模や事業内容に応じた経

営課題を把握し、テーマを設定したことから、セミナー終了時のア

ンケート調査において９６．１％の者から雇用管理の改善を進める

上で「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得

た。（有効回答者数 ９，７７８人） 

  なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「社長が

知っておくべき労働トラブルの最新事例が聞けて役立った」、「人材

活用のノウハウが得られた」などであった。 

また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した３．９％の者からの主な理由としては、「具体的な内容

があまりなかった」、「専門的でよく分からなかった」などであった。

 

○ 新規・成長分野企業等の雇用管理改善のためのセミナー受講後の
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雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握するため、セミナー受講

後概ね３ヶ月経過した時点で事業効果に係るフォローアップ調査

（サンプル調査）を実施し、５９．６％の者から雇用管理の必要性

を再認識し、雇用管理の改善に取り組んでいる、あるいは取り組む

予定である旨の回答を得た。（有効回答者数 ２０３人） 

 

○ 中小企業雇用創出普及啓発セミナーについては、ベンチャー企業

等の雇用管理に関する問題点、課題を解決する観点から、地域の産

業構造を考慮し、テーマを設定したことから、セミナー終了時のア

ンケート調査において９６．６％の者から「役に立った」「どちら

かといえば役に立った」旨の評価を得た。 

（有効回答者数 ２，０４０人） 

なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「経営者

としてのノウハウ、経験談が参考になった」、「新卒採用のポイント

が理解でき、有意義であった」などであった。 

また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した３．４％の者からの主な理由としては、「他県の例など

事例発表をもっと聞きたかった」、「法的な内容なのでとても難しか

った」などであった。 

 

○ 出会いの場については、都道府県労働局等関係機関と連携を図

り、求人ニーズを把握した上で開催したことにより、出会いの場終

了時のアンケート調査において８８．３％の参加企業及び 

９１．１％の求職者から「役に立った」旨の評価を得た。 

 （参加企業：有効回答社数  ５，３６３社） 

 （求職者 ：有効回答者数 １３，１６７人） 

  なお、「役に立った」と回答した参加企業及び求職者に対して、

具体的な内容について設問形式で聴いたところ（複数回答）、参加

企業からは、 

 ・「求職者の動向が分かり、役立った」（４１．９％） 

 ・「自社のＰＲができ、役立った」（４１．９％） 

 などの回答が得られた。また、求職者からは、 

 ・「多数の企業の事業内容、業績等の情報収集ができ、役立った」

（５０．６％） 

 ・「多数の企業の採用動向が分かり、役立った」（３２．８％） 

 などの回答を得た。 

 

○ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談につ

いては、ホームページ上の相談窓口において、インターネットを通

じて質問を受け付けたほか、よくある質問については、回答をＱ＆

Ａとしてホームページで公開した。また、ホームページによる周知、

各種パンフレットを建設事業主団体等を通じて配布し周知すると

ともに、相談事例や雇用管理改善の好事例を収集・活用し、相談内

容の充実を図ったことにより、相談件数は５８，０４５件となった。

  また、建設雇用改善推進月間（１１月）に建設事業主等の雇用管

理の改善に係る普及啓発を目的に、「建設業に働く若者からのメッ

セージ」の募集、全国大会として「建設雇用改善推進の集い」、地

方大会として各都道府県において「建設雇用改善推進大会」を開催

した。 



雇用・能力開発機構評価シート５（雇用開発業務（相談、講習等）） 

 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談につ

いては、相談事例や雇用管理改善の好事例等を収集し、適宜相談に

活用することにより、相談内容の充実を図ったことから、相談終了

時のアンケート調査において９６．６％の建設業事業主等から雇用

管理の改善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立

った」旨の評価を得た。（有効回答者数 ３，２１１人） 

なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「建設関

係の求人状態が分かった」、「従業員の安全管理・教育訓練の情報が

得られた」などであった。 

また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した３．４％の者からの主な理由としては、「必要としてい

た情報が得られなかった」、「当社と関連した情報が得られなかっ

た」などであった。 

 

○ 雇用管理研修については、都道府県、都道府県労働局等の関係機

関や建設事業主等の関係団体と建設雇用改善推進会議を実施する

ことなどによりニーズを把握し、テーマを設定したことから、研修

終了時のアンケート調査において９８．１％の者から雇用管理の改

善を進める上で「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨

の評価を得た。（有効回答者数 ７，２５１人） 

なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「雇用管

理総論、労働・社会保険はとても分かりやすかった。社内に戻って

今後改善ができるように見直したいと思う」、「同業者の方との意見

交換・発表ができてよかった」などであった。 

また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかった」

と回答した１．９％の者からの主な理由としては、「実践性に欠け

る」、「内容が基本すぎるため、雇用管理責任者が何をすべきなのか

を中心に話してほしい」などであった。 

 

○ 雇用管理研修受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把

握するため、研修受講後概ね３ヶ月経過した時点で事業効果に係る

フォローアップ調査（サンプル調査）を実施し、６３．８％の者か

ら雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善に取り組んでい

る、あるいは取り組む予定である旨の回答を得た。 

（有効回答者数 ２９０人） 

 

○ 沖縄県における離職者等に対する援助業務等については、 

１，２３９件の相談を実施し、アンケート調査において９９．８％

の者から就職活動等を進める上で「役に立った」「どちらかといえ

ば役に立った」旨の評価を得た。（有効回答者数 ４８２人） 

なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「退職す

るに当たって、今後のアドバイスが得られた」、「就職に必要なアド

バイスが得られた」などであった。 

 

○ 「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、各施設にお

ける課題解決のための検討等を行うケース会議において、アンケー

ト結果を踏まえ、講師、資料、時間設定等の改善に努めた。 
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・相談等業務において、職員の資質を高めるための研修を検討・実施

したか。 

○ 職員研修については、事業主、求職者等に対する総合的な相談業

務を行う職員に対して、施設における相談事例を教材としてケース

スタディなど、職員の資質を高めるための研修を１１２回実施し

た。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
２ 雇用開発業務について 
（２）助成金の支給､貸付等の業務について 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
① ホームページ及びパンフレットにおい

て、制度内容、利用条件、相談･受付窓口

等を公開し、申請者の利便を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣

旨等を申請者に対し十分に周知すること

により､申請者の利便を図るとともに申

請内容の適正化や不正受給の防止を図る

こと。なお、説明会については､終了時に

アンケート調査を実施し、内容を理解し

た旨の評価を８０％以上得られるように

すること｡ 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
２ 雇用開発業務について 
（２）助成金の支給、貸付等の業務について

① 助成金の支給業務について 
中小企業事業主等に対して行う雇用管

理の改善に関する助成金、建設業事業主

等に対して行う雇用管理の改善等に関す

る助成金及び介護労働者の福祉の増進を

図るための助成金の支給業務について

は、以下の点に特に留意して適正に実施

する。 
 
（イ）制度の周知等について 
（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付

窓口等を利用者の視点に立ったわか

りやすい表現で、ホームページ及び

パンフレットに掲載し、周知すると

ともに、インターネットを通じた質

問を受け付け、よくある質問につい

ては回答をホームページに公開する

など積極的に利用者の利便の向上と

情報提供に努める。さらに、支給金

額、利用条件等の制度内容に変更が

あった場合は当該変更が確定した日

から、７日以内にホームページ等で

公開する。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
（ⅱ）パンフレットや申込みに係る手引

等を作成し、都道府県センターや公

共職業安定所等関係機関において配

布する。また、説明会や相談業務を

通じて制度の趣旨、内容、申請手続

等を利用者に対して十分に説明する

ことなどにより、利用者の利便を図

るとともに、関係機関との連絡会議

等を開催し情報を共有することによ

り、申請内容の適正化や不正受給の

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

２ 雇用開発業務について 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について

① 助成金の支給業務について 

中小企業事業主等に対して行う雇用管

理の改善に関する助成金、建設業事業主

等に対して行う雇用管理の改善等に関す

る助成金及び介護労働者の福祉の増進を

図るための助成金の支給業務について

は、申請者の利便や申請内容の適正化、

不正受給の防止を図るため、以下の措置

を講ずる。 
（イ）制度の周知等について 

（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付

窓口等を利用者の視点に立った分か

りやすい表現でホームページやパン

フレット等により周知するととも

に、質問をインターネットを通じて

受け付け、よくある質問については、

回答をホームページで公開する。 
また、支給金額、利用条件等制度

内容に変更があった場合は、当該変

更が確定した日から７日以内にホー

ムページで公開する。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（ⅱ）助成金ごとの必要性に応じてパン

フレットや申請書の記載例、申請に

係る手引き等を作成し、都道府県セ

ンターや公共職業安定所、事業主の

団体等において配布するとともに、

説明や相談業務を通じて制度の趣

旨、内容、申請手続及び不正受給の

防止に関し利用者に対して十分説明

する。 
また、関係機関との連絡会議等を

 

 

 

 

 

 

●助成金の支給 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金、

建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する助成金及び

介護労働者の福祉の増進を図るための助成金の支給業務について

は、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るため、

以下の措置を講じた。 

 

 

 

（１）制度の周知・説明 

制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者に対

して周知・説明した。 

① ホームページでの周知 

イ 活用事例の公開 

助成金制度をより分かりやすく、また利用しやすくする

ため、ホームページにおいて、制度内容の紹介に加えて活

用事例を公開した。 

ロ よくある質問 

来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通じ

て質問を受け付け、よくある質問については見直しを行い、

回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

ハ 制度内容変更 

    ・ 中小企業労働力確保法関係助成金 

      中小企業事業主に対して行う雇用管理の改善に関する

助成金については、平成１８年４月３日付けの改正につ

いて、同日ホームページで公開した。 

    ・ 建設雇用改善助成金 

建設事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する

助成金については、平成１８年４月３日付けの改正につ

いて、同年４月７日にホームページで公開した。 

（その他の助成金については、制度内容の変更がなかっ

たこと。） 

② パンフレット等の配布による周知 

パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引き

等を都道府県、事業主団体等を通じて中小企業の事業主等へ

配布、周知した。 

 

 

 

 

 

③ 関係機関との連携 
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③ 申請に係る諸手続の合理化を進めるこ

とにより､申請者の手続面での負担の軽

減を図ること。 
 
 

 
 
④ 職員研修等による担当者の審査能力の

向上、実地調査の実施等により、不正受

給の防止に努めること｡ 
 

 

 

防止等を図る。 
 
 
（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇

用管理の改善に関する助成金及び建

設業事業主等に対して行う雇用管理

の改善等に関する助成金について、

説明会を積極的に開催するととも

に、終了時にアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から、助成金の

制度の理解に役立った旨の評価が得

られるようサービスの質の向上を図

る。 
 

（ⅳ）重点的に周知・広報を行うべきと

認められる助成金については、予算

の範囲内で、新聞、一般誌の広告等

を活用して周知を図る。 
 
（ロ）手続等について 
（ⅰ）申請者の声や適正支給に配慮しつ

つ、申請書の記載項目の簡略化、添付

書類の簡素化等による事務手続の合

理化を進めることにより、申請者の手

続面での負担の軽減を図る。 
 

（ⅱ）職員研修を強化し、審査能力の向上

を図り、助成金の不正受給の更なる防

止を図るとともに、助成金の不正受給

防止対策として可能な限り直接事業

所を訪問するなどし、支給要件と実際

に合致しているか等の確認を行う。疑

義のあるものについては、すべて直接

事業所を訪問することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要に応じて開催し、情報の共有化

を図る。 
 

（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇

用管理の改善に関する助成金及び建

設業事業主等に対して行う雇用管理

の改善等に関する助成金について

は、パンフレット等を活用して制度

の趣旨、目的、申請手続及び不正受

給の防止に係る説明会を積極的に開

催するとともに、説明会参加者に対

してアンケート調査を実施し、８

０％以上の者から助成金制度や手続

の理解に役立ったとの評価を得る。

（ⅳ）重点的に周知・広報を行う必要が

あると認められる助成金について

は、予算の範囲内で、新聞、一般誌

等による広告を必要に応じて行う。

 

（ロ）手続等について  
（ⅰ）申請者の声や適正支給に配慮しつ

つ、助成金の種類ごとに申請書の記

載項目の簡略化や添付書類の簡素化

などによる事務手続の合理化を進め

ることにより、申請者の手続面での

負担の軽減を図る。 
（ⅱ）職員用審査マニュアル等を活用し、

施設ごとの研修等を実施し、担当者

の審査能力の向上を図るとともに、

本部に監察役及び各都道府県センタ

ーに給付調査役を配置し、不正受給

防止マニュアルの遵守を徹底するな

どにより、不正受給の防止を強化す

る。 
（ⅲ）中小企業事業主等に対して行う雇

用管理の改善に関する助成金、建設

業事業主等に対して行う雇用管理の

改善等に関する助成金については、

可能な限り直接事業所訪問するなど

して支給要件と合致しているかの確

認を行い、疑義のあるものについて

は、すべて直接事業所を訪問し確認

する。 
 

 

 

 

 

 

広報や相談等の連携等についての情報交換や意見交換など

都道府県労働局等関係機関との連絡会議を３３７回開催し、

情報の共有化を図った。 

④ 説明会及び個別相談の実施 

・ 説明会開催回数   ２，８４４回 

・ 説明会参加者数  ７７，１７４人 

・ 個別相談の件数  ７７，７９９件 

⑤ アンケート調査の実施 

アンケート調査において、９１．７％の者から説明内容が

「理解できた」「どちらかといえば理解できた」旨の評価を得

た。 

※「理解できた」        ３９．０％ 

「どちらかといえば理解できた」５２．７％ 

（有効回答者数 ２１，４５０人） 

⑥ 雑誌等への広告掲載 

中小企業基盤人材確保助成金について、創業支援に係る情

報誌に広報掲載（１年間）を行うとともに、各都道府県にお

いて地方新聞等の活用による広報を行った。 

 

（２）手続の簡素化等 

建設教育訓練助成金（第２種通信教育訓練）の受給資格認定

に係る申請手続きの廃止について、平成１８年４月１日に要領

を改正・施行した。 

 

 

 

（３）審査能力の向上 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため審査マニュアル等

を活用し、職員研修等を実施した。 

（実施状況） 

・ 実施回数  ５６８回 

・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、

不正受給防止等について 

 

（４）不正受給の防止 

  ① 事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事

業所訪問を行い、疑義のあるものについては、すべて直接事

業所を訪問し確認した。 

事業所訪問数    ３，１５５件 

    （内 疑義事業所訪問数 ２１７件） 

 ② 都道府県労働局と連携の強化 

    雇用保険３事業助成金に関して、中小企業労働力確保法関

係助成金に加えて、平成１８年１２月から建設雇用改善助成

金について都道府県労働局と雇用保険関係データの照会（Ｏ

ＣＲ照会）を行い、不正受給防止の強化を図った。 

③ 不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置

し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を
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② 就職資金貸付等について 
（イ）制度の周知等について 
 
（ⅰ）制度内容、利用条件、相談・受付窓

口等を利用者の視点に立ったわかりや

すい表現で、ホームページ及びパンフレ

ットに掲載し、周知するとともに、イン

ターネットを通じた質問を受け付け、よ

くある質問については回答をホームペ

ージに公開するなど積極的に利用者の

利便の向上及び情報提供に努める。さら

に、利用条件等の制度内容に変更があっ

た場合は当該変更が確定した日から、 
７日以内にホームページ等で公開する。

（ⅱ）パンフレットや申込みに係る手引等を

作成し、都道府県センターにおいて配布す

るとともに、職業安定機関その他の関係機

関における配布など連携を図る。 

 

 

（ロ）手続について 

申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化、添付書類の

簡素化等による事務手続の合理化を進

めることにより、申請者の手続面での負

担の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就職資金貸付及び介護労働者の福祉の

増進を図る認定事業主等に対する債務保

証について 

（イ）利用者の視点に立った分かりやすい

表現で、ホームページやパンフレット

により当該制度の周知に努めるととも

に、質問をインターネットを通じて受

け付け、よくある質問については、回

答をホームページで公開する。 

また、制度内容に変更等があった場

合は、当該変更が確定した日から７日

以内にホームページで公開する。 

 

 

（ロ）貸付金等申し込みに係る記入例を職

業安定機関、その他の関係機関におい

て配布するとともに、連絡会議の開催

等を通じ、当該制度の周知に努める。

 

 

（ハ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化や添付書類

の簡素化などによる事務手続の合理化

を進めることにより、申請者の手続面

での負担の軽減を図る。 

 

 

行うとともに、本部監察役等による都道府県センターに対す

る不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対する研修

（平成１８年４月）を実施すること等により、不正受給防止

の強化を図った。 

 

（５）フォローアップ調査の実施 

中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けた事業協同組

合等を通じ、その構成中小企業者に対し、調査（サンプル調査）

を実施した結果、８０.０％の者から、雇用管理改善事業実施前

と比較して雇用管理の改善が図られたとの回答を得た。 

（有効回答社数 ６，８７４社） 

 

●就職資金貸付及び介護労働者の福祉の増進を図る認定事業主等に

対する債務保証 

制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者に対して

周知・説明した。 

① ホームページでの公開  

イ 来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通じ

て質問を受け付け、よくある質問については、回答をＱ＆

Ａとしてホームページで公開した。 

ロ 平成１８年度は、制度内容の変更はなかったこと。 

 

 

 

 

 

② パンフレット等の配布 

パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引き

等を職業安定機関等を通じて利用者に配布した。 

    また、就職資金貸付については、道県等と情報を共有化す

るなど連携を図り、周知等を行った。 
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 評価の視点  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表し、利用者に対

する十分な制度の周知・説明に努めたか。また、説明会を開催して

８０％以上の者から制度の理解に役立った旨の評価を得たか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ 各助成金についてのパンフレットや申請の手引き等を事業主

団体等を通じて事業主等へ配布するとともに、説明会を 

２，８４４回、個別相談を７７，７９９件実施し、周知・説明

に努めた。 

・ 各助成金説明会参加者に対するアンケート調査の結果、 

９１．７％の者から説明内容が理解できた旨の評価を得た。ま

た、アンケート調査における利用者の意見等を踏まえ、業務の

改善に努めた。 

・ 中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けた事業協同組

合等を通じ、その構成中小企業者に対し、事業効果に係るフォ

ローアップ調査を実施した結果、８０．０％の者から、雇用管

理改善事業実施前と比較して雇用管理の改善が図られたとの

回答を得た。 

・ 制度内容の変更があった助成金については、７日以内にホー

ムページにおいて公開した。 

・ 申請者の手続面での負担の軽減を図るため、建設教育訓練助

成金（第２種通信教育訓練）の受給資格認定に係る申請手続き

を廃止した。 

・ 審査能力の向上を図るための職員研修等の実施、疑義事業所

２１７件を含む３，１５５件の事業所訪問の実施、都道府県労

働局と連携し、雇用保険関係データの照会（ＯＣＲ照会）を行

うとともに、本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査

役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守の徹底を図るな

ど、不正受給防止の強化を図った。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 
 

○ 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金

等については、助成金制度をより分かりやすく、また利用しやすく

するため、ホームページにおいて、制度内容の紹介に加えて活用事

例を公開した。また、中小企業労働力確保法関係助成金については、

平成１８年４月３日付けの改正について、同日にホームページで公

開した。また、建設雇用改善助成金については、平成１８年４月３

日付けの改正について、同年４月７日にホームページで公開した。

  また、来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通じて

質問を受け付け、よくある質問については見直しを行い、回答をＱ

＆Ａとしてホームページで公開した。 
 
○ パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引き等を

都道府県、事業主団体等を通じて中小企業の事業主等へ配布、周知

するとともに、説明会を２，８４４回、個別相談を７７，７９９件

実施する等により、利用者に対する十分な制度の周知・説明に努め

た。 
 
○ 各助成金の説明会終了時のアンケート調査において９１．７％の

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・助成金制度の周知につとめ、説明会、相談会を 2,844 回行い、アン

ケートにおいて 91.7％から理解できたとの評価を得た。 

・3,155 件事業所訪問を行い、ＯＣＲ照会をする等不正受給防止につ

とめた。 

・満足度の高いレベルで説明、相談が行われている。 

・着実な目標達成である。 

・目標には概ね達していると評価する。 
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・手続等について、申請に係る書類の簡素化等を行い、申請者の負担

軽減を図ったか。また、審査担当者の審査能力向上や直接の事業所

訪問などにより不正受給防止対策を行ったか。 
 

 

 

 

 

者から説明内容が「理解できた」「どちらかといえば理解できた」

旨の評価を得た。（有効回答者数 ２１，４５０人） 
  なお、「理解できた」等の回答を得た主な理由としては、「申請

期間等日程の説明を具体的にした部分は分かりやすかった」、「注

意すべき事項の理解ができたと思う」などであった。 
  また、「どちらかといえば理解できなかった」「理解できなかっ

た」と回答した８．３％の者からの主な理由としては、「時間が短

い。もう少し時間をかけての説明がほしかった」、「申請に当たっ

ての留意事項や具体的事例があればもっと良かった」などであっ

た。 
「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、各施設にお

ける課題解決のための検討等を行うケース会議において、アンケー

ト結果を踏まえ、説明資料・説明方法・時間設定の改善に努めた。

 
○ 中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けた事業協同組合

等を通じ、その構成中小企業者に対し、事業効果に係るフォローア

ップ調査（サンプル調査）を実施した結果、８０．０％の者から、

雇用管理改善事業実施前と比較して雇用管理の改善が図られたと

の回答を得た。（有効回答者数 ６，８７４社） 
 
○ 建設教育訓練助成金（第２種通信教育訓練）の受給資格認定に係

る申請手続きを廃止し、事務手続を合理化するとともに申請者の手

続面での負担の軽減を図った。 
 
○ 助成金担当者の審査能力の向上を図るため審査マニュアル等を

活用し、職員研修等を５６８回開催した。また、疑義事業所２１７

件を含む３，１５５件の事業所を訪問し不正受給防止に努めた。 
 
○ 「不正受給防止に係る措置の徹底・強化を図るとともに、これら

の措置の効果について検証が可能となるような指標の設定を検討

すべきである」との指摘に対し、雇用保険３事業助成金に関して、

中小企業労働力確保法関係助成金に加えて、平成１８年１２月から

建設雇用改善助成金について都道府県労働局と雇用保険関係デー

タの照会（ＯＣＲ照会）を行い、また、本部に監察役及び各都道府

県センターに給付調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守

を徹底するための点検を行うとともに、本部監察役等による都道府

県センターに対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役

に対する研修（平成１８年４月）を実施すること等により、不正受

給防止の強化を図った。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
（１）関係機関等の連携について 

職業訓練の実施に当たっては、都道府

県労働局、都道府県、事業主団体、教育

機関等と十分に連携を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
（１）関係機関等の連携について 

職業訓練の実施に当たっては、都道府

県労働局、都道府県、事業主団体、教育

機関等幅広い関係機関と柔軟かつ十分な

連携を図り、人材育成地域協議会、就職

促進能力開発協議会等を活用するなど、

定期的に連絡会議を開催し、真に地域の

人材ニーズに応じた、かつ効果的な職業

訓練を実施する。 
特に、地域の産業動向を踏まえた人材

ニーズを把握するため、都道府県商工担

当部や地域の事業主団体等と連携を密に

する。また都道府県職業能力開発行政と

の連携を強めるため、新たに開発した訓

練コースやキャリア・コンサルティング

手法などのノウハウの情報提供及び都道

府県の職業訓練指導員の再訓練を実施す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

（１）関係機関等の連携について 

人材育成地域協議会や就職促進能力開

発協議会等を定期的に開催又は活用して

幅広い関係機関と柔軟かつ十分な連携を

図り、真に地域の人材ニーズに応じた職

業訓練を実施する。 

特に、地域の産業動向を踏まえた人材

ニーズを把握するため、地域の各種会議

等あらゆる機会を活用して、都道府県商

工担当部や地域の事業主団体等と連携を

密にする。 

また、都道府県職業能力開発行政との

連携を強めるため、新たに開発した訓練

コースや事業主の人材育成能力の強化等

に関する情報提供及び都道府県の職業訓

練指導員の再訓練を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関係機関等の連携 

職業能力開発業務の実施に当たり、以下により都道府県労働局等

の関係機関等との連携を図った。 

（１）会議等の実施 

  ① 人材育成地域協議会の開催（４７都道府県で延べ９４回開

催） 

    地域の教育訓練資源を効果的に活用し、地域における教育

訓練を実践的に推進していくため、地域の人材ニーズ・訓練

ニーズに基づき、次の事項を中心に協議・検討を行った。 

   ・ 多様な職業訓練機会の整備に関する事項 

・ 若年者のキャリア形成支援に関する事項 

② 就職促進能力開発協議会の開催（４７都道府県で延べ 

１０３回開催） 

求職者の就職促進に向けた職業能力開発等に係る対策の円

滑な実施を図るため、地域の労働市場の動向や人材ニーズを

踏まえた訓練コースの設定、訓練受講者及び修了者に対する

情報提供・就職支援の体制に係る連携・協力のあり方等につ

いて協議した。 

③ その他各種会議の開催・活用による連携 

    地域の人材ニーズ等を把握するため、職業能力開発推進協

議会の開催や都道府県及び都道府県労働局等が主催する各種

連絡会議への出席などにより連携を密にした。 

 

（２）訓練コース等の情報提供 

  ① カリキュラムモデルの公開 

機構が新たに開発した離職者訓練カリキュラムモデル（１

コース）、在職者訓練カリキュラムモデル（１４コース）を職

業能力開発総合大学校のホームページで公開した。 

② 都道府県等への情報提供 

・ 職業訓練の実施に資する調査・研究報告書を都道府県職

業能力開発主管課、民間教育訓練機関等へ配布した。 

・ ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究報告書の

概要を都道府県職業能力開発主管課、民間教育訓練機関等

へ配布した。 

・ 事業主の人材育成能力の強化等に関する研究に係る中間

報告書を作成し、職業能力開発総合大学校のホームページ

で公開するとともに都道府県職業能力開発主管課等へ情報

提供を行った。 

 

（３）都道府県の職業訓練指導員に対する再訓練の実施 

平成１８年度においては電気関連職種などの新規コース設定

や実技に重点を置いた実践力向上を目的としたコースの増設等

ニーズに基づいた再訓練計画を策定し以下のとおり再訓練を実
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（２）効果的な職業能力開発を実施するため

の人材ニーズの把握について 
効果的な職業訓練を実施するため、各

地域ごとに、人材ニーズの把握を徹底し、

把握したニーズに基づき、適切な訓練カ

リキュラムを設定すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（２）効果的な職業能力開発を実施するため

の人材ニーズの把握について 
① 各地域ごとに、事業主団体、都道府県、

公共職業安定所等関係機関から意見を聴

くとともに、労働者派遣事業所、民間職

業紹介事業所、個別企業等を訪問し、ヒ

アリング調査を行い、毎年度、その結果

をもとに訓練カリキュラムの設定を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（２）効果的な職業能力開発を実施するため

の人材ニーズの把握について 

① 各施設においては、関係機関等から産

業・業界情報及び求人・求職情報等を把

握するとともに、労働者派遣事業所、民

間職業紹介事業所、個別企業、事業主団

体等を訪問してヒアリング調査を行うな

どにより、地域の人材ニーズを把握する。

   また、地域における教育訓練施設の訓

練実施状況等を踏まえ、訓練コースの訓

練カリキュラムの見直し及び精査を行

い、地域の人材ニーズに対応した訓練カ

リキュラムの設定を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施した。 

  ① 実施場所  職業能力開発総合大学校 

  ② 実施人数  ６３８人(１４０コース) 

③ 実施内容  専門技術研修、テーマ別研修、訓練技法開発

研修、長期実践派遣研修、短期実践技術研修 

等 

●人材ニーズの把握等 

効果的な職業能力開発を実施するため、地域の人材ニーズ等の把

握を行ったほか、オーダーメイド型訓練コースの積極的実施につい

て、以下のとおり取り組んだ。 

（１）人材ニーズの把握と訓練カリキュラムの設定 

① 地域における人材ニーズの把握 

以下の取組みにより、労働市場における求人・求職の状況、

地域産業技術等の動向などから地域の人材ニーズを把握し

た。 

・ 中小企業団体中央会等の都道府県中央団体に対するヒア

リング 

・ 個別企業、事業主団体等に対するヒアリング 

・ 労働者派遣事業所、民間職業紹介事業所に対するヒアリ

ング 

・ 都道府県労働局、都道府県職業能力開発主管課、ハロー

ワーク等の意見聴取 

・ ハローワークの統計資料等の活用 

・ 地域の教育訓練施設の訓練実施状況の調査 等 

② 訓練コースの見直し 

訓練コースについては、各都道府県の職業安定機関や事業

主団体等のヒアリングにより把握した地域の人材ニーズを十

分に反映した技能・技術、知識を習得できるようにカリキュ

ラムの内容を精査するとともに、民間教育訓練機関等の教育

訓練実施状況を踏まえて、見直しを行った。 

イ 在職者訓練 

・見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画） 

 ６，６３７コース 

（廃止：５，９９７コース、内容変更：６４０コース） 

※ 平成１８年度の実施コース数 ８，１４８コース 

ロ 離職者訓練 

    ・見直しコース数（平成１８年度→平成１９年度計画） 

 ２２３コース 

（廃止：１０３コース、内容変更：１２０コース） 

    ※ 平成１８年度の実施コース数 ５８３コース 

  ③ 外部意見の聴取 

見直しを行うに当たっては、人材ニーズとの適合性や民間

教育訓練機関等との役割分担を踏まえ、民間教育訓練機関等

との競合や役割などを一層明確に示す観点から提示する資料

等の見直しを行い、大学その他の学校関係者、産業界、ＮＰ

Ｏ、関係省庁等産学官関係者を構成員とする人材育成地域協

議会及び職業能力開発推進協議会等において、外部委員等の

意見を聴取した。 
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② 在職者訓練については、よりニーズに

応じた効果的な職業訓練とするため、事

業主団体等の要望に応じて、訓練コース

を設定するオーダーメイド型での訓練を

積極的に実施する。 

② 在職者訓練については、事業主団体等

の訓練ニーズに応じた効果的な訓練とす

るため、事業主団体等との相談・援助を

通じた段階的かつ体系的なオーダーメイ

ド型訓練コースを積極的に設定し、その

拡大に努める。 

（２）オーダーメイド型訓練コースの積極的実施 

① コース設定の流れ 

・ 事業主団体及び企業に対する教育訓練計画策定に係る相

談援助の実施 

・ 地域における産業動向、技術動向等も踏まえたオーダー

メイド型訓練コースの設定 

・ 訓練実施後、受講者アンケート等の実施 

② 訓練コース 

・ オーダーメイド型訓練コース数 ２，７５８コース 

（在職者訓練全体の訓練コース数 ８，１４８コース） 

 

 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地域との連携を強めるため会議等を定期的に開催して活用し､また､

ノウハウの情報提供や職業訓練指導員の再訓練を実施したか。具体

的にどの程度開催及び実施されたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ 事業主団体等に対するヒアリング、都道府県労働局、都道府

県職業能力開発主管課、ハローワーク等からの意見聴取等によ

り、求人ニーズと求職ニーズの両面から地域の人材ニーズを把

握し、人材ニーズを十分に反映した技能・技術、知識を習得で

きるようにカリキュラムの内容を精査するとともに、民間教育

訓練機関等の教育訓練実施状況、大学その他の学校関係者、産

業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員とする人材育

成地域協議会等の意見を踏まえ、在職者訓練については、 

６，６３７コース（５，９９７コースを廃止、６４０コースを

内容変更）、離職者訓練については、２２３コース（１０３コ

ースを廃止、１２０コースを内容変更）の訓練コースの見直し

を行った。 

・ 電気関連職種などの新規コース設定や実技に重点を置いた実

践力向上を目的としたコースの増設等ニーズに基づいた再訓

練計画を策定し、都道府県の６３８人の職業訓練指導員に対す

る再訓練を実施した。 
・ 新たに開発した訓練カリキュラムモデルをホームページで公

開するとともに、調査・研究報告書について都道府県等へ情報
提供を行った。 

 
これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 
○ 各都道府県において、地域の教育訓練資源を効果的に活用し、地

域における教育訓練を実践的に推進していくため、人材育成地域協

議会を延べ９４回、求職者の就職促進に向けた職業能力開発等に係

る対策の円滑な実施を図るため、就職促進能力開発協議会を延べ 
１０３回開催したほか、地域の人材ニーズ等を把握するため、職業

能力開発推進協議会を開催するとともに、都道府県及び都道府県労

働局等が主催する各種連絡会議への出席などにより関係機関等と

の連携を密にした。 
○ 機構が新たに開発した離職者訓練カリキュラムモデル（１コー

ス）、在職者訓練カリキュラムモデル（１４コース）を職業能力開

発総合大学校のホームページで公開した。また、職業訓練の実施に

資する調査・研究報告書、ホワイトカラーの能力開発に関する調

査・研究報告書の概要、事業主の人材育成能力の強化等に関する研

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・関係機関との連携をもとにして訓練コースの充実が図られているこ

とは評価する。 

・都道府県との連携を深め、協議会を各地で行った。 

・各地のニーズを踏まえたコース開設を行った。 

・在職者訓練を 6,637 コース見直した。 

・概ね「自己評定」は妥当と認める。 

・計画の範囲内と判断する。 

・人材ニーズ把握から訓練までのフィードバックを迅速に行うことが

ポイントと思うので、工夫をお願いする。 
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・地域の人材ニーズや訓練実施状況を基に訓練カリキュラムの設定を

行ったか。そのために、訓練カリキュラムの内容について、具体的

にどのように見直し及び精査を行ったか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・在職者訓練について、オーダーメイド型訓練コースを積極的に設定

し、実施したか。 

究に係る中間報告書を作成し、職業能力開発総合大学校ホームペー

ジで公開するとともに都道府県職業能力開発主管課、民間教育訓練

機関等へ配布・情報提供を行った。 
 
○ 平成１８年度においては電気関連職種などの新規コース設定や

実技に重点を置いた実践力向上を目的としたコースの増設等ニー

ズに基づいた再訓練計画を策定し、職業能力開発総合大学校におい

て、都道府県の６３８人の職業訓練指導員に対する再訓練を実施し

た。 
 
○ 「人材ニーズの把握については、今後も継続していくとともに、

把握の際には、企業側のニーズだけでなく、求職者側のニーズ把握

も行う必要がある」との指摘に対し、中小企業団体中央会等の都道

府県中央団体に対するヒアリング、個別企業、事業主団体等に対す

るヒアリング、都道府県労働局、都道府県職業能力開発主管課、ハ

ローワーク等からの意見聴取等により、求人ニーズと求職ニーズの

両面から地域の人材ニーズを把握した。 
  また、求職者自身が自らの希望や適性に応じて自主的に選択した

ものについて「自主選択訓練コース」として実施した。 
 
○ 訓練コースの設定に当たっては、各都道府県の職業安定機関や事

業主団体等のヒアリングにより把握した地域の人材ニーズを十分

に反映した技能・技術、知識を習得できるようにカリキュラムの内

容を精査するとともに、民間教育訓練機関等の教育訓練実施状況を

踏まえて、在職者訓練については、６，６３７コース（５，９９７

コースを廃止、６４０コースを内容変更）、離職者訓練については、

２２３コース（１０３コースを廃止、１２０コースを内容変更）の

訓練コースの見直しを行った。また、見直しを行うに当たっては、

人材ニーズとの適合性や民間教育訓練機関等との役割分担を踏ま

え、民間教育訓練機関等との競合や役割などを一層明確に示す観点

から提示する資料等の見直しを行い、大学その他の学校関係者、産

業界、ＮＰＯ、関係省庁等産学官関係者を構成員とする人材育成地

域協議会及び職業能力開発推進協議会等において、外部委員等の意

見を聴取した。 
  
○ 事業主団体及び企業に対する教育訓練計画策定に係る相談援助

を通じ、地域における産業動向、技術動向等を踏まえ、在職者訓練

全体の訓練実施コース数８，１４８コースのうち、２，７５８コー

スのオーダーメイド型訓練コースを実施した。 
 

 



雇用・能力開発機構評価シート８（在職者訓練） 

 37

中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（３）在職者を対象とする職業訓練について 

社会の産業構造の変化が急激化する

中、企業の事業展開等にあわせて、個々

の労働者が職業能力を向上させていくこ

とが、我が国の健全な経済発展のために

必要不可欠となっている。また、産業の

基盤を支えるための高度な職業能力の向

上も引き続き重要である。こうした状況

を踏まえ、機構は、事業主等のニーズ等

に基づき、在職者を対象とした職業訓練

を実施すること。 
① 受講者に対してアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から職業能力の向上

に役に立った旨の評価が得られるように

すること。また、事業主の指示により職

業訓練を受講した場合については、当該

事業主についてもアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から受講者に職業能

力の向上が見られた旨の評価が得られる

ようにすること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 在職者訓練の効果を客観的に把握する観

点から、受講者が習得した能力（習得度）の

測定・評価を実施すること。 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（３）在職者を対象とする職業訓練について

社会の産業構造の変化や技術革新が進

展する中、既に就業している者の職業能

力が向上できるよう、次により在職者向

け職業訓練を実施する。 
 
 
 
 
 
 
① 受講者に対してアンケート調査を実施

し、８０％以上の者から職業能力の向上

に役立った旨の評価が得られるよう、訓

練ニーズの把握を徹底した上で訓練コー

スの設定を行う、訓練内容・方法につい

て適宜必要な見直しを加えるなどによ

り、より有用かつ効果的な職業訓練を実

施する。 
 
② 事業主の指示により職業訓練を受講し

た場合については、当該事業主に対して

もアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から受講者に職業能力の向上が見ら

れた旨の評価が得られるよう、オーダー

メイド型訓練等、事業主の訓練ニーズに

応じた職業訓練を実施する。 
 
 
 
③ 訓練開始時及び訓練修了時の能力をそ

れぞれ把握し比較することにより、受講

者が習得した能力（習得度）を測定し評

価する。 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（３）在職者を対象とする職業訓練について

各施設においては、アンケート調査及

び習得度の測定・評価の実施を通じて、

在職者訓練の品質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

① 各訓練コースの受講者に対してアンケ

ート調査を実施し、有効な回答を得た者

のうち、８０％以上の者から職業能力の

向上に役立った旨の評価が得られるよ

う、的確に人材育成ニーズを把握し、適

宜必要な見直しを行った上で訓練コース

を設定する。 

 

 

② 訓練コースの修了者のうち、事業主の

指示により在職者訓練を受講した場合に

ついては、該当事業主に対してアンケー

ト調査を実施し、有効な回答を得た事業

主のうち、８０％以上の事業主から受講

者に職業能力の向上が見られた旨の評価

が得られるよう、オーダーメイド型訓練

等、事業主の訓練ニーズに応じた訓練を

実施する。 

 

③ 受講者が習得した能力（習得度）の測

定・評価を全国において実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

●在職者を対象とする職業訓練 

在職者を対象とする職業訓練について、在職者訓練の品質の向上

を図るため、受講者や事業主に対するアンケート調査等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）受講者に対するアンケート調査の実施 

アンケート調査において、９７．１％の者から職業能力の向

上に「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を

得た。 

※「役に立った」        ６９．２％ 

「どちらかといえば役に立った」２７．９％ 

（受講者数   ８１，９１０人、 

有効回答者数 ６８，０９６人） 

 

（２）事業主に対するアンケート調査の実施 

受講者を派遣した事業主を対象とするアンケート調査におい

て、９５．２％の事業主から受講者が学んできた技術・知識が

事業所で「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評

価を得た。 

※「役に立った」        ５５．１％ 

「どちらかといえば役に立った」４０．１％ 

（調査コース数    ５，２６８コース、 

有効回答事業所数 １１，７２８事業所） 

 

（３）習得した能力の測定・評価 

訓練コースの受講を通じて習得した能力（習得度）の測定・

評価について全国実施を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


